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第１ 【企業の概況】 

１ 【主要な経営指標等の推移】 

(1) 連結経営指標等 

  

 
(注) １ 営業収益には、消費税等は含まれておりません。 

２ 純資産額の算定にあたり、平成18年９月中間期から「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」

(企業会計基準第５号)及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」(企業会計基

準適用指針第８号)を適用しております。 

３ 潜在株式調整後１株当たり中間(当期)純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

  

  

第一部 【企業情報】

回次 第75期中 第76期中 第77期中 第75期 第76期

会計期間

自 平成17年 
  ４月１日 
至 平成17年 
  ９月30日

自 平成18年
  ４月１日 
至 平成18年 
  ９月30日

自 平成19年
  ４月１日 
至 平成19年 
  ９月30日

自 平成17年 
  ４月１日 
至 平成18年 
  ３月31日

自 平成18年
  ４月１日 
至 平成19年 
  ３月31日

営業収益 (百万円) 75,928 76,274 69,689 149,700 154,903

経常利益 
又は経常損失(△)

(百万円) 4,759 1,373 △4,585 15,185 5,272

中間(当期)純利益 
又は中間純損失(△)

(百万円) 3,070 753 △6,306 8,857 2,873

純資産額 (百万円) 98,102 105,334 95,961 107,300 105,347

総資産額 (百万円) 2,778,667 2,833,795 2,867,855 2,797,953 2,833,124

１株当たり純資産額 (円) 667.45 716.72 653.05 729.94 716.88

１株当たり中間(当期)純
利益又は１株当たり中間
純損失(△)

(円) 20.89 5.13 △42.92 60.06 19.55

潜在株式調整後 
１株当たり中間 
(当期)純利益

(円) ― ― ― ― ―

自己資本比率 (％) 3.5 3.7 3.3 3.8 3.7

営業活動による 
キャッシュ・フロー

(百万円) 9,119 △670 △18,173 △15,832 12,652

投資活動による 
キャッシュ・フロー

(百万円) △2,684 △2,584 △2,202 △5,857 △4,894

財務活動による 
キャッシュ・フロー

(百万円) △14,358 15,653 45,600 10,530 13,607

現金及び現金同等物 
の中間期末(期末)残高

(百万円) 34,447 43,610 77,801 31,211 52,576

従業員数 
(ほか、平均臨時雇用者
数)

(名)
3,093
(1,916)

3,057
(1,878)

3,056
(1,480)

3,068
(1,922)

3,040
(1,788)



(2) 提出会社の経営指標等 

  

 
(注) １ 営業収益には、消費税等は含まれておりません。 

２ 純資産額の算定にあたり、平成18年９月中間期から「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」

(企業会計基準第５号)及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」(企業会計基

準適用指針第８号)を適用しております。 

３ 潜在株式調整後１株当たり中間(当期)純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

４ 第75期の１株当たり配当額14円には特別配当２円を含んでおります。 

  

回次 第75期中 第76期中 第77期中 第75期 第76期

会計期間

自 平成17年 
  ４月１日 
至 平成17年 
  ９月30日

自 平成18年
  ４月１日 
至 平成18年 
  ９月30日

自 平成19年
  ４月１日 
至 平成19年 
  ９月30日

自 平成17年 
  ４月１日 
至 平成18年 
  ３月31日

自 平成18年
  ４月１日 
至 平成19年 
  ３月31日

営業収益 (百万円) 75,591 75,942 69,300 149,061 154,248

経常利益 
又は経常損失(△)

(百万円) 4,633 1,323 △4,689 15,154 5,131

中間(当期)純利益 
又は中間純損失(△)

(百万円) 3,012 752 △6,349 8,971 2,835

資本金 (百万円) 11,651 11,651 11,651 11,651 11,651

発行済株式総数 (株) 147,180,808 147,180,808 147,180,808 147,180,808 147,180,808

純資産額 (百万円) 96,604 103,993 94,540 105,975 103,969

総資産額 (百万円) 2,781,155 2,838,936 2,873,863 2,801,573 2,838,721

１株当たり純資産額 (円) 657.26 707.69 643.48 720.92 707.61

１株当たり中間(当期)純
利益又は１株当たり中間
純損失(△)

(円) 20.50 5.12 △43.22 60.84 19.30

潜在株式調整後 
１株当たり中間 
(当期)純利益

(円) ― ― ― ― ―

１株当たり配当額 (円) 6.00 7.00 ― 14.00 12.00

自己資本比率 (％) 3.5 3.7 3.3 3.8 3.7

従業員数 
(ほか、平均臨時雇用者
数)

(名)
2,982
(1,894)

2,946
(1,839)

2,959
(1,432)

2,955
(1,896)

2,943
(1,748)



２ 【事業の内容】 

当中間連結会計期間において、当社グループ(当社及び当社の関係会社)が営む事業の内容について、重

要な変更はありません。 

  

３ 【関係会社の状況】 

(1) 除外 

該当事項はありません。 

(2) 新規 

該当事項はありません。 

  

４ 【従業員の状況】 

(1) 連結会社の従業員の状況 

平成19年９月30日現在 

 
(注) １ 従業員数は、当社グループから当社グループ外への出向者を除き、当社グループ外から当社グループへ 

 の出向者を含む就業人員であります。 

２ 従業員数欄の（外書）は、臨時従業員の当中間連結会計期間の平均雇用人員であります。 
  
(2) 提出会社の従業員の状況 

平成19年９月30日現在 

 
(注) １ 従業員数は、当社から他社への出向者を除き、他社から当社への出向者２名を含む就業人員であります。

２ 従業員数欄の（外書）は、臨時従業員の当中間会計期間の平均雇用人員であります。 
  
(3) 労働組合の状況 

労使関係については、特に記載すべき事項はありません。 
  

会社名 従業員数(名)

㈱ジャックス 2,959(1,432)

ジャックス債権回収サービス㈱ 28(   32)

㈱サポート 21(    2)

ジャックス・トータル・サービス㈱ 14(  9)

ジャックス・ビジネスサポート㈱ 13(  ―)

ジャックス情報システムサービス㈱ 12(  2)

ジャックスカーリース㈱ 9(   3)

合計 3,056(1,480)

従業員数(名) 2,959(1,432)



第２ 【事業の状況】 

１ 【業績等の概要】 

(1) 業績 

①業績全般 

当中間連結会計期間におけるわが国経済は、企業収益の改善に兆しが見え、設備投資の増加に加え、

雇用情勢の改善にも支えられ底堅く推移し、景気は緩やかながらも拡大基調を続けておりますが、一方

で、米国景気減速等による不安要因を抱えております。 

また、当業界におきましては、関連業法の改正等により、かつて経験したことがない大きな変革期に

直面しており、改正貸金業法の前倒しによる施行や、割賦販売法の改正が予定されるなど、業界は生き

残りをかけた再編と淘汰の時代を迎えています。 

このような状況下、当社グループは平成19年５月に「今後３ヶ年の経営目標」を発表し、さらに平成

19年９月、株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ、株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行および三菱Ｕ

ＦＪニコス株式会社との業務・資本提携に至りました。 

当社のクレジット事業におきましては、消費者トラブルを未然に防止するため、加盟店管理の強化と

取引の見直しを図りました。また、平成19年４月に特定商取引法の対象となる加盟店に対して、商品・

業種別のガイドラインを策定し、取扱いの規制を実施する一方、与信の適正化や取引条件の改善に取り

組んでまいりました。 

カード事業におきましては、公共料金・ＥＴＣ利用等の促進や各種プロモーションの実施によるカー

ド利用率の向上やリボショッピング残高の拡大、さらに提携カードの条件等の見直しにより収益率の向

上に努めてまいりました。 

ファイナンス事業におきましては、住宅ローン保証のトップシェア堅持により、安定的な収益の確保

を図りました。 

また、財務面においては、将来の金利上昇を見据えて、短期から長期へ借入れをシフトするととも

に、シンジケートローンによる資金調達の多様化を推し進めてまいりました。 

以上の結果、当社グループの業績は、営業面では厳しく、連結取扱高は１兆2,037億18百万円（前年

同期比6.5％減）、連結営業収益は696億89百万円（前年同期比8.6％減）となりました。加えて特別損

失として希望退職に伴う割増退職金として約58億円を計上いたしましたことなどから、連結経常損益は

45億85百万円の損失、連結中間純損益は63億６百万円の損失となりました。 

  

②部門別の状況 

（総合あっせん） 

カード会員の新規獲得につきましては、スポーツクラブ、家電量販店、ホームセンターなどの既存

提携先や、平成18年度に新規提携した大型スポーツ用品店での獲得により、順調に推移しておりま

す。  

また、在籍会員については、不採算提携先や未稼働会員の整理を並行して推進し、実のある会員の

積み上げを図りました。  

なお、ＥＴＣカードの会員獲得も好調に推移致しました。同時に電気・水道などの公共料金等のカ

ード利用促進策を進め、利用会員数の底上げにつなげることができました。 

以上の結果、当部門全体の取扱高は、3,446億67百万円（前年同期比9.5％増）と堅調に推移いたし

ました。  



（個品あっせん） 

高収益業種を重点攻略先とし、より収益性・採算性を重視した営業戦略を展開しました。さらに同

業他社との差別化推進・提携強化を図るべく、加盟店向けに業界初のＰＤＦ契約書生成システム「e-

con Print（イーコンプリント）」のリリース、加盟店支援システム「Assist-J」のリリースを行い

ました。また、携帯通販市場に業界初の携帯電話によるネット完結型クレジット「WeBBy mobile（ウ

ェビー モバイル）」をリリースする等、 積極的な推進活動を行いました。 

しかし、一方で特商法関連業種における、商品別取扱ガイドラインによる８業種（学習用教材・寝

具・エステティック・健康機器・浄水器・健康食品・絵画・ミシン）への対応等の外部環境の変化に

よる影響と、優良提携先の確保と提携リスクの回避を目的に、既存提携先の取り引き見直しを実施し

た結果、当部門全体の取扱高は減少し、1,560億４百万円（前年同期比31.7％減） となりました。 

（信 用 保 証） 

住宅ローン保証につきましては競合激化で厳しい環境でしたが、提携先への営業強化により、計画

を達成できました。継続して適正与信による良質保証残高の安定的な積み上げに努めてまいりまし

た。 

 一方、金融機関個人ローン保証は、株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行のほか主に地方銀行との証書貸付

提携を積極的に推進いたしましたが、カードローン保証の減少が響き、保証残高は減少となりまし

た。  

大手輸入車提携先の取扱い拡大により、オートローン保証は好調に推移いたしました。また、大手

輸入二輪車提携先の取扱いも順調に拡大いたしました。  

以上の結果、当部門全体の取扱高は、2,807億34百万円（前年同期比9.9％減）となりました。 

（融    資） 

改正貸金業法の施行を見据えて市場は収縮しており、当社も例にもれず、事業環境は非常に厳しい

ものがありました。融資専用カードの入会基準を含め、今まで以上に与信を厳格化したため、当部門

全体の取扱高は1,322億73百万円（前年同期比12.5％減） となりました。  

（そ  の  他） 

集金代行業務は、マンション管理会社、スポーツクラブを中心に、取扱金額および取扱件数におい

ても堅調に推移いたしました。  

 また、連結子会社におきましては、損害保険・生命保険・新電電の各種代理店業務、人材派遣業

務、サービサー業務など、周辺業務の取扱い拡大に取り組んでまいりました。  

 以上の結果、当部門全体の取扱高は、2,900億37百万円（前年同期比3.0％増）となりました。  

（連結部門別取扱高） 
（単位 百万円：未満切捨)

 
期別 前中間会計期間 

自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日

当中間会計期間
自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日

前事業年度
自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日

対前年中間期
増減率

部門別 金額 構成比 金額 構成比 金額 構成比

    ％     ％     ％        ％

総合あっせん 314,854 24.5 344,667 28.6 653,329 25.5 9.5

個品あっせん 228,354 17.7 156,004 13.0 438,879 17.1 △31.7

信 用 保 証 311,533 24.2 280,734 23.3 603,456 23.5 △9.9

融    資 151,184 11.7 132,273 11.0 296,433 11.6 △12.5

そ の 他 281,635 21.9 290,037 24.1 570,573 22.3 3.0

合   計 1,287,561 100.0 1,203,718 100.0 2,562,672 100.0 △6.5



(2) キャッシュ・フローの状況 

  

①資産・負債及び純資産の状況 

（流動資産） 

当中間連結会計期間末における流動資産の残高は、２兆7,092億15百万円となり、前連結会計期間末

と比較して364億78百万円増加しました。 

これは、手許流動性預金及び信用保証割賦売掛金の増加等によるものであります。 

（固定資産） 

当中間連結会計期間末における固定資産の残高は、1,586億40百万円となり、前連結会計期間末と比

較して17億47百万円減少しました。 

これは、信託を伴う提携保証業務に関して取得する信託受益権は増加したものの、投資有価証券及び

ソフトウェアが減少したこと等によるものであります。 

（流動負債） 

当中間連結会計期間末における流動負債の残高は、２兆3,451億79百万円となり、前連結会計期間末

と比較して158億61百万円増加しました。 

これは、コマーシャル・ペーパーは減少したものの、短期借入金及び信用保証買掛金が増加したこと

等によるものであります。 

（固定負債） 

当中間連結会計期間末における固定負債の残高は、4,267億14百万円となり、前連結会計期間末と比

較して282億55百万円増加しました。 

これは、長期借入金の増加等によるものであります。 

（純資産） 

当中間連結会計期間末における純資産の残高は、959億61百万円となり、前連結会計期間末と比較し

て93億85百万円減少しました。 

これは、利益剰余金及びその他有価証券評価差額金の減少等によるものであります。 

  

なお、提携保証業務の保証履行限度額を設定した契約に基づく取扱いについては、当該保証履行限度

額を保証債務残高と認識し、信用保証割賦売掛金及び信用保証買掛金として計上しております。この結

果、当中間連結会計期間末の信用保証割賦売掛金及び信用保証買掛金は、当該契約としなかった場合と

比較して、それぞれ4,125億95百万円少なく計上されております。 

  



②キャッシュ・フローの状況 

当中間連結会計期間における現金及び現金同等物は、前中間連結会計期間に比べ、341億90百万円増

加し、778億１百万円となりました。各活動におけるキャッシュ・フローの状況は以下のとおりであり

ます。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

当中間連結会計期間における営業活動による資金の減少は、181億73百万円（前年同期比175億３百万

円減）となりました。 

これは、売掛債権の増加等によるものであります。 

なお、提携保証業務の保証履行限度額を設定した契約に基づく取扱いについては、①において記載の

とおりであり、当中間連結会計期間に係る売上債権のキャッシュ・フローの減少額及び買入債務のキャ

ッシュ・フローの増加額は、当該契約としなかった場合と比較して、それぞれ78億14百万円少なく表示

されております。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

当中間連結会計期間における投資活動による資金の減少は、22億２百万円（前年同期比３億81百万円

増）となりました。 

これは、システム投資等の有形・無形固定資産の取得支出等によるものであります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

当中間連結会計期間における財務活動による資金の増加は、456億円（前年同期比299億47百万円増）

となりました。 

これは、長期借入金の増加等によるものであります。 

  

  



２ 【営業実績】 

(1) 部門別営業収益 

  

 
(注) 部門別営業収益の主な内訳は次のとおりであります。 

総合あっせん   顧客手数料・加盟店手数料 

個品あっせん   顧客手数料・加盟店手数料 

信用保証     保証料・事務手数料 

融資       利息 

  

(2) 部門別取扱高実績 

  

 
(注) 取扱高の主な内訳は次のとおりであります。 

 
  

部門別

前中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

(百万円)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

(百万円)

前年同期比(％)

総合あっせん 7,108 7,701 8.3

個品あっせん 20,930 18,346 △12.3

信用保証 16,065 12,570 △21.8

融資 28,319 27,144 △4.1

その他 3,633 3,670 1.0

金融収益 216 255 18.2

合計 76,274 69,689 △8.6

部門別

前中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

(百万円)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

(百万円)

前年同期比(％)

総合あっせん 314,854 344,667 9.5

個品あっせん 228,354 156,004 △31.7

信用保証 311,533 280,734 △9.9

融資 151,184 132,273 △12.5

その他 281,635 290,037 3.0

合計 1,287,561 1,203,718 △6.5

総合あっせん：クレジットカードによるあっせん取引であり、取扱高の範囲はアドオン方式についてはク

レジット対象額に顧客手数料を含めた額であり、リボルビング方式についてはクレジット

対象額であります。

個品あっせん：個別契約による割賦購入あっせん取引であり、クレジット対象額に顧客手数料を含めた額

であります。

信用保証  ：顧客が当社の提携する金融機関等から融資を受ける際に、当社が顧客の債務を保証する業

務であり、取扱高の範囲は残債方式のものは保証元本であり、アドオン方式のものは保証

元本に利息と保証料を含めた額であります。

融資    ：顧客に当社が融資する取引であり、取扱高の範囲は残債方式のものは融資額であり、アド

オン方式のものは融資額に利息を含めた額であります。



(3) カード会員数、利用者数及び加盟店数 

  

 
(注) １ カード会員数とは上半期末におけるカード発行延人数であります。 

２ 利用者数とは上半期末残高のある延人数であります。 

  

(4) 融資における業種別貸出状況 

  

 
  

部門 区分
前中間連結会計期間末
(平成18年９月30日現在)

当中間連結会計期間末 
(平成19年９月30日現在)

総合あっせん
カード会員数 8,241,107名 9,025,905名

加盟店数 323,446店 331,782店

個品あっせん
利用者数 1,959,579名 1,800,906名

加盟店数 314,040店 325,657店

信用保証 利用者数 1,178,199名 1,239,448名

業種

前中間連結会計期間末
(平成18年９月30日現在)

当中間連結会計期間末 
(平成19年９月30日現在)

貸出金残高
(百万円)

構成比
(％)

貸出件数
貸出金残高
(百万円)

構成比 
(％)

貸出件数

製造業 ― ― ― ― ― ―

農業 ― ― ― ― ― ―

林業 ― ― ― ― ― ―

漁業 ― ― ― ― ― ―

鉱業 ― ― ― ― ― ―

建設業 0 0.0 1 0 0.0 1

電気・ガス・熱供給・水道業 ― ― ― ― ― ―

運輸・通信業 ― ― ― ― ― ―

卸売・小売業、飲食店 72 0.0 1 4 0.0 1

金融・保険業 ― ― ― ― ― ―

不動産業 35 0.0 2 35 0.0 2

サービス業 ― ― ― ― ― ―

地方公共団体 ― ― ― ― ― ―

個人 362,594 100.0 1,079,131 343,876 100.0 1,042,686

その他 ― ― ― ― ― ―

合計 362,703 100.0 1,079,135 343,916 100.0 1,042,690



(5) 融資における担保別貸出状況 

(単位：百万円) 

 
  

３ 【対処すべき課題】 

当中間連結会計期間において、当連結会社の事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更及び新

たに生じた課題はありません。 

  

４ 【経営上の重要な契約等】 

  

(1) 三菱ＵＦＪニコス株式会社、株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループおよび株式会社三菱東京

ＵＦＪ銀行との業務・資本提携に係る基本合意について 

  

平成19年９月20日開催の当社取締役会において、三菱ＵＦＪニコス株式会社（以下「三菱ＵＦＪニコ

ス」という）、株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ（以下「ＭＵＦＧ」という）および株式

会社三菱東京ＵＦＪ銀行（以下「三菱東京ＵＦＪ銀行」という）との業務・資本提携に関する基本合意

書締結を決議し、同日基本合意書を締結いたしました。 

  

〔目的と概要〕  

三菱ＵＦＪニコス、ＭＵＦＧ、三菱東京ＵＦＪ銀行および当社の４社は、それぞれの営業基盤を相互

に活用するとともに、個品割賦市場、クレジットカード市場等において各社の強みを活かして、より信

頼感のあるコンシューマーファイナンス事業を構築し、お客さまのニーズの拡大や多様化を受けた新た

なビジネスチャンスに対応するべく、緊密に協働・連携してまいります。  

個品割賦市場は、縮小トレンドながら約10兆円の規模を有し、価格帯や金利の選好を通じて、お客さ

まの底堅い需要に支えられ、今後も一定規模を有することが見込まれる重要な市場です。一方で、優良

マーケットにおけるシェア拡大とコスト競争力の確保、および今後の割賦販売法の改正等を踏まえ、コ

ンプライアンス態勢の強化等を的確に実施できることが、この市場でのリーディングカンパニーとして

必須の条件と考えられます。 

また、当社は、利息制限法で定められた上限金利の範囲内で貸出金利を運営してまいりましたので、

過払い利息返還や既存金利引下げ等の負荷がなく、今後とも前向きな戦略に特化できる状況にありま

す。 

  

担保の種類
前中間連結会計期間末
(平成18年９月30日現在)

当中間連結会計期間末 
(平成19年９月30日現在)

有価証券 166 88

債権 72 4

商品 ― ―

不動産 9,309 8,965

その他 2,804 1,585

計 12,353 10,644

保証 ― ―

信用 350,349 333,272

合計 362,703 343,916



こうした点を踏まえ、三菱ＵＦＪニコスの個品割賦事業を平成20年４月１日付で当社に承継すること

といたしました。これにより、当社は、三菱ＵＦＪニコスの伝統ある営業基盤・ネットワークを承継す

るとともに、三菱ＵＦＪニコスから事業運営に真に必要な人員・拠点等を承継することによりコストシ

ナジー効果を発揮し、個品割賦事業でコスト競争力を圧倒的に高めることで、収益の拡大をめざしてま

いります。 

また、各社は、クレジットカード業務のプロセシングの共同化など、最も効率的に運用できるメカニ

ズムを構築することにより、それぞれのカード事業のコスト競争力を飛躍的に向上させます。さらに、

クレジットカード業務以外でも各社の強みを活かし、ノウハウ・ブランド・営業基盤等を結集してまい

ります。 

併せて、三菱東京ＵＦＪ銀行は、本件業務提携を緊密なものにすること、および当社の財務基盤のさ

らなる安定化を図ることを目的として、平成19年度中に当社に対する議決権所有比率を20%まで引き上

げて持分法適用関連会社とすることといたしました。  

  

〔基本合意内容〕  

①三菱ＵＦＪニコスの個品割賦事業部門の当社への承継 

承継する事業内容 ： ショッピングクレジット事業・オートローン事業・オートリース事業  

（いずれも信用保証を含みます。）  

事業承継の方法   ： 三菱ＵＦＪニコスおよび同社の連結子会社の営む個品割賦事業に関する

資産、負債およびこれに付随する権利・義務を、新設する完全子会社に対

して吸収分割の方法により承継し、当該子会社の株式全てを当社に譲渡い

たします。  

承 継 日（予定） ： 平成20年４月１日 

三菱ＵＦＪニコスの譲渡損失（見込み） ： 120億円（承継対象資産残高：約7,800億円※）  

             ※平成19年３月期実績 

承継予定従業員数 ： 340名程度 

承 継 拠 点  ： ５拠点 

②その他業務提携 

三菱ＵＦＪニコス、ＭＵＦＧ、三菱東京ＵＦＪ銀行および当社は、以下の内容をはじめとす

る広範な業務提携を具体化してまいります。なお、各業務提携の具体的な内容については、今

後「業務提携委員会」を設置し、協議を進めてまいります。 

なお、平成20年３月31日を目処に、これらの各業務提携について、それぞれ業務提携契約を

締結する予定です。  

（ア）クレジットカード業務における提携 

三菱ＵＦＪニコスおよび当社は、プロセシング業務、アクワイアリング業務などを中心とす

る業務提携を行ってまいります。  

（イ）個品割賦業務における提携 

三菱ＵＦＪニコスおよび三菱東京ＵＦＪ銀行は、自社のネットワークを活用して個品割賦の

加盟店を当社に紹介し、当社の個品割賦事業の競争力を強化すべく連携を行います。また、当

社による個品割賦事業における海外展開等も具体化してまいります。   

（ウ）決済業務における提携 

三菱ＵＦＪニコスおよび当社は、ＥＣ決済ソリューション、集金代行サービスの商品を相互

に提供し合い、各社の加盟店へのサービス向上に努めます。  



（エ）住宅関連ローン業務における提携ほか 

三菱東京ＵＦＪ銀行および当社は、提携リフォームローン業務や富裕層向け投資用マンショ

ンローン業務での新たな提携スキームの開発を進めてまいります。また、三菱ＵＦＪニコス、

三菱東京ＵＦＪ銀行および当社は、各社の営業基盤、ネットワークなどを最大限活用し、新商

品・サービスの共同開発などを具体化してまいります。 

③資本提携 

（ア）出資形態 

三菱東京ＵＦＪ銀行は、当社の普通株式を第三者割当の方法による引受その他の方法により

取得する予定です。具体的な出資形態、当社の第三者割当増資の発行条件等につきましては、

今後協議してまいります。 

（イ）出資比率 

上記の三菱東京ＵＦＪ銀行による当社の普通株式の取得後、議決権総数に対する三菱東京Ｕ

ＦＪ銀行の議決権所有割合は20%となり、当社は三菱東京ＵＦＪ銀行の持分法適用関連会社と

なる予定です。 

（ウ）実施時期 

三菱東京ＵＦＪ銀行および当社は、必要となる関係官庁の承認等を前提として、平成20年3

月31日までに、本資本提携を完了させる予定です。 

  

(2) 三菱ＵＦＪニコス株式会社との間での個品割賦事業の承継に係る株式売買契約の締結について 

  

平成19年10月31日開催の当社取締役会において、三菱ＵＦＪニコス株式会社（以下「三菱ＵＦＪニコ

ス」という）との個品割賦事業の承継に係る株式売買契約（以下「最終契約」という）の締結を決議

し、同日、契約書を締結いたしました。 

本最終契約は、平成19年９月20日に締結した三菱ＵＦＪニコス、三菱ＵＦＪフィナンシャル・グルー

プおよび株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行との業務・資本提携に関する基本合意書に基づく、三菱ＵＦＪニ

コスの個品割賦事業の当社への承継に関する契約となります。 

今回の個品割賦事業の承継につきましては、三菱ＵＦＪニコスが新設する完全（100％）子会社（以

下「本件子会社」という）に同社の個品割賦事業を吸収分割（以下「本件吸収分割」という）の方法に

より承継したうえで、本件子会社の株式全てを当社が譲り受けいたします。 

  

本最終契約の概要は以下のとおりです。 

〔個品割賦事業の承継の目的〕  

当社は、三菱ＵＦＪニコスの個品割賦事業を承継することにより、三菱ＵＦＪニコスの伝統ある個品

割賦事業の営業基盤、ネットワーク、営業戦力を承継し、三菱ＵＦＪニコスおよび三菱東京ＵＦＪ銀行

の顧客基盤、ネットワークを活用することで、優良マーケットでのシェアを拡大し、営業収益力の強化

が可能になります。また、かかる個品割賦事業は、両社の重複するインフラ・営業拠点の共有化等によ

る大幅なコスト削減を実現したうえで承継することにより、コスト競争力を高めることができます。こ

れより当社は、個品割賦事業における一層の収益の拡大を目指してまいります。 



〔本件子会社株式の当社への譲渡〕  

①異動の理由 

三菱ＵＦＪニコスから当社への個品割賦事業の譲渡のため。 

  

②異動の方法 

三菱ＵＦＪニコスが保有する本件子会社株式の全株式を当社へ売却することによる。 

  

③異動する子会社（本件子会社）の概要 

（ア）商号            ＪＮＳ管理サービス株式会社（予定） 

（イ）事業内容          割賦販売あっせん業務（予定） 

（ウ）設立年月日         平成19年12月（予定） 

（エ）本店所在地         東京都渋谷区恵比寿四丁目１番18号（予定） 

（オ）代表者の役職・氏名     （未定） 

（カ）資本金           20百万円（予定） 

（キ）決算期           ３月31日（予定） 

  

④株式の取得先 

（ア）商号            三菱ＵＦＪニコス株式会社 

（イ）代表者の役職・氏名     代表取締役社長  大森 一廣 

（ウ）本店所在地         東京都文京区本郷三丁目33番５号 

（エ）事業内容          クレジットカード事業他 

⑤本件株式取得前および取得後の当社の所有株式数および所有割合 

（ア）本件株式取得前の当社の所有株式数および所有割合 

所有株式数                0株 

所有割合                 0％ 

  

（イ）本件株式取得における取得株式数 

取得株式数                20株（予定） 

取得金額                 20百万円（予定） 

  

（ウ）本件株式取得後の当社の所有株式数および所有割合 

所有株式数                20株（予定） 

所有割合                 100％ 

⑥本件株式取得の日程 

平成19年９月20日         基本合意書の締結 

平成19年10月31日         最終契約（本件株式取得に係る契約）承認取締役会 

平成19年10月31日         最終契約の締結 

平成20年４月１日（予定）     株式取得実行日 

  

５ 【研究開発活動】 

特記すべき事項はありません。 



第３ 【設備の状況】 

１ 【主要な設備の状況】 

特記すべき事項はありません。 

  

２ 【設備の新設、除却等の計画】 

特記すべき事項はありません。 

  



第４ 【提出会社の状況】 

１ 【株式等の状況】 

(1) 【株式の総数等】 

① 【株式の総数】 

  

 
  

② 【発行済株式】 

  

 
  

(2) 【新株予約権等の状況】 

該当事項はありません。 

  

(3) 【ライツプランの内容】 

該当事項はありません。 

  

  

(4) 【発行済株式総数、資本金等の状況】 

  

 
  

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 394,550,000

計 394,550,000

種類
中間会計期間末 
現在発行数(株) 

(平成19年９月30日)

提出日現在
発行数(株) 

(平成19年12月５日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 147,180,808 147,180,808
東京証券取引所
(市場第一部) 
札幌証券取引所

株主としての権利内容に制限
のない、標準となる株式

計 147,180,808 147,180,808 ― ―

年月日
発行済株式 
総数増減数 
(千株)

発行済株式
総数残高 
(千株)

資本金増減額
 

(百万円)

資本金残高
 

(百万円)

資本準備金 
増減額 
(百万円)

資本準備金
残高 

(百万円)

平成19年４月１日～  
平成19年９月30日

― 147,180 ― 11,651 ― 25,982



(5) 【大株主の状況】 

平成19年９月30日現在 

 
(注) １ 株式数及び持株比率は単位未満を切り捨てて表示しております。 

２ フィデリティ投信株式会社から、当中間期中に大量保有報告書（変更報告書）の提出があり（報告義務発生

日 平成19年９月28日）、次のとおり株式を所有している旨報告を受けておりますが、当中間期末現在にお

ける当該法人名義の実質所有株式数の確認ができませんので、上記「大株主の状況」では考慮しておりませ

ん。 

 
  

氏名又は名称 住所
所有株式数
(千株)

発行済株式 
総数に対する 
所有株式数 
の割合(％)

第一生命保険相互会社 
(常任代理人 資産管理サービス
信託銀行株式会社）

東京都千代田区有楽町一丁目13番１号
(東京都中央区晴海一丁目８番12号晴海アイ
ランドトリトンスクエアオフィスタワーＺ
棟）

7,999 5.43

日本マスタートラスト信託銀行
株式会社(信託口)

東京都港区浜松町二丁目11番３号 7,447 5.05

株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行 東京都千代田区丸の内二丁目７番１号 6,864 4.66

明治安田生命保険相互会社 
(常任代理人 資産管理サービス
信託銀行株式会社）

東京都千代田区丸の内二丁目１番１号
(東京都中央区晴海一丁目８番12号晴海アイ
ランドトリトンスクエアオフィスタワーＺ
棟）

6,588 4.47

株式会社みずほコーポレート 
銀行 
(常任代理人 資産管理サービス
信託銀行株式会社)

東京都千代田区丸の内一丁目３番３号
(東京都中央区晴海一丁目８番12号晴海アイ
ランドトリトンスクエアオフィスタワーＺ
棟）

5,630 3.82

パイオニア興産株式会社 東京都目黒区下目黒一丁目７番１号 3,661 2.48

日本トラスティ・サービス 
信託銀行株式会社(信託口４)

東京都中央区晴海一丁目８番11号 3,654 2.48

株式会社ソニーファイナンス 
インターナショナル

東京都港区南青山一丁目１番１号 3,630 2.46

東京海上日動火災保険株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目２番１号 3,573 2.42

ゴールドマン・サックス・ 
インターナショナル 
（常任代理人 ゴールドマン・
サックス証券株式会社）

133 Fleet Street London EC4A 2BB, U.K.   
英国 フリート ストリート, ロンドン,  
EC4A 2BB 
(東京都港区六本木六丁目10番１号六本木
ヒルズ森タワー）

3,226 2.19

計 ― 52,276 35.5

氏名又は名称 住所
所有株式数
(千株)

発行済株式 
総数に対する 
所有株式数 
の割合(％)

フィデリティ投信株式会社
東京都港区虎ノ門四丁目３番１号
 城山トラストタワー

12,506 8.50



(6) 【議決権の状況】 

① 【発行済株式】 

平成19年９月30日現在 

 
(注)  「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が7,000株(議決権７個)含ま 

れております。 

  

② 【自己株式等】 

平成19年９月30日現在 

 
  

２ 【株価の推移】 

【当該中間会計期間における月別 高・ 低株価】 

  

 
(注) 株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものであります。 

  

  

  

３ 【役員の状況】 

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当半期報告書提出日までにおいて、役員の異動はありません。

  

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等)
(自己保有株式)
普通株式 

260,000
―

株主としての権利内容に制限のな
い、標準となる株式

完全議決権株式(その他)
普通株式

146,188,000
146,188 同上

単元未満株式
普通株式 

732,808
― 同上

発行済株式総数 147,180,808 ― ―

総株主の議決権 ― 146,188 ―

所有者の氏名 
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数 

(株)

他人名義
所有株式数 

(株)

所有株式数 
の合計 
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数 
の割合(％)

(自己保有株式) 
株式会社ジャックス

北海道函館市 
若松町２番５号

260,000 ― 260,000 0.17

計 ― 260,000 ― 260,000 0.17

月別
平成19年 
４月

５月 ６月 ７月 ８月 ９月

高(円) 556 591 588 455 395 252

低(円) 457 472 462 365 225 186



第５ 【経理の状況】 

１ 中間連結財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について 

(1) 当社の中間連結財務諸表は、「中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成11

年大蔵省令第24号。以下「中間連結財務諸表規則」という。)に基づいて作成しております。なお、前

中間連結会計期間（平成18年４月１日から平成18年９月30日まで）は、改正前の中間連結財務諸表規則

に基づき、当中間連結会計期間（平成19年４月１日から平成19年９月30日まで）は、改正後の中間連結

財務諸表規則に基づいて作成しております。 

  

(2) 当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵

省令第38号。以下「中間財務諸表等規則」という。)に基づいて作成しております。なお、前中間会計

期間（平成18年４月１日から平成18年９月30日まで）は、改正前の中間財務諸表等規則に基づき、当中

間会計期間（平成19年４月１日から平成19年９月30日まで）は、改正後の中間財務諸表等規則に基づい

て作成しております。 

  

２ 監査証明について 

当社は、証券取引法第193条の２の規定に基づき、前中間連結会計期間(平成18年４月１日から平成18年

９月30日まで)の中間連結財務諸表、及び前中間会計期間（平成18年４月１日から平成18年９月30日まで)

の中間財務諸表について、並びに、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、当中間連結会計

期間(平成19年４月１日から平成19年９月30日まで)の中間連結財務諸表及び当中間会計期間(平成19年４

月１日から平成19年９月30日まで)の中間財務諸表について、あずさ監査法人による中間監査を受けてお

ります。 

  



１ 【中間連結財務諸表等】 

(1) 【中間連結財務諸表】 

① 【中間連結貸借対照表】 

  

 
  

前中間連結会計期間末

(平成18年９月30日)

当中間連結会計期間末

(平成19年９月30日)

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
(平成19年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

(資産の部)

Ⅰ 流動資産

１ 現金及び預金 43,620 77,801 52,576

２ 受取手形 ― 3 6

３ 割賦売掛金 ※
１ 
４

995,608 980,420 979,784

４ 信用保証 
  割賦売掛金

1,627,635 1,652,497 1,629,006

５ 繰延税金資産 1,716 6,694 4,072

６ その他 41,236 34,091 43,020

  貸倒引当金 △30,095 △42,292 △35,732

流動資産合計 2,679,722 94.6 2,709,215 94.5 2,672,736 94.3

Ⅱ 固定資産

１ 有形固定資産 ※２

(1) 建物及び 
  構築物

5,745 5,404 5,539

(2) 賃貸資産 6,407 6,423 6,340

(3) 土地 15,127 15,127 15,127

(4) その他 666 498 568

有形固定 
資産合計

27,948 1.0 27,454 1.0 27,577 1.0

２ 無形固定資産

(1) ソフトウェア 34,652 28,339 31,467

(2) のれん 12 ― ―

(3) その他 172 165 163

無形固定 
資産合計

34,837 1.2 28,504 1.0 31,631 1.1

３ 投資その他の 
  資産

(1) 投資有価証券 ※３ 29,664 24,792 28,829

(2) 固定化 
  営業債権

4,945 4,829 4,889

(3) 繰延税金資産 8 23 17

(4) 信託受益権 54,779 69,133 64,580

(5) その他 5,445 7,282 6,425

  貸倒引当金 △3,555 △3,380 △3,563

投資その他の 
資産合計

91,287 3.2 102,681 3.5 101,179 3.6

固定資産合計 154,073 5.4 158,640 5.5 160,387 5.7

資産合計 2,833,795 100.0 2,867,855 100.0 2,833,124 100.0



 

  

前中間連結会計期間末

(平成18年９月30日)

当中間連結会計期間末

(平成19年９月30日)

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
(平成19年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

(負債の部)

Ⅰ 流動負債

１ 支払手形及び 
  買掛金

76,403 59,234 68,136

２ 信用保証買掛金 1,627,635 1,652,497 1,629,006

３ 短期借入金 ※１ 193,199 215,859 188,459

４ 一年以内返済 
  予定の長期 
  借入金

※１ 112,805 100,793 94,088

５ 一年以内償還 
  予定の社債

― 10,000 10,000

６ コマーシャル・ 
  ペーパー

230,400 190,200 210,200

７ 未払法人税等 160 215 374

８ 賞与引当金 2,558 2,280 2,533

９ カードポイント 
  引当金

292 807 560

10 割賦利益繰延 ※５ 73,971 73,168 72,548

11 その他 46,612 40,122 53,411

流動負債合計 2,364,038 83.4 2,345,179 81.8 2,329,318 82.2

Ⅱ 固定負債

１ 社債 45,000 35,000 35,000

２ 長期借入金 ※１ 311,464 386,351 354,116

３ 繰延税金負債 2,368 388 3,563

４ 退職給付引当金 12 15 13

５ 役員退職慰労 
  引当金

281 254 323

６ 利息返還損失 
  引当金

53 161 70

７ その他 5,241 4,543 5,371

固定負債合計 364,422 12.9 426,714 14.9 398,458 14.1

負債合計 2,728,461 96.3 2,771,893 96.7 2,727,776 96.3

(純資産の部)

Ⅰ 株主資本

１ 資本金 11,651 0.4 11,651 0.4 11,651 0.4

２ 資本剰余金 25,984 0.9 25,984 0.9 25,984 0.9

３ 利益剰余金 59,293 2.1 53,343 1.8 60,384 2.1

４ 自己株式 △138 △0.0 △155 △0.0 △150 △0.0

  株主資本合計 96,791 3.4 90,824 3.1 97,870 3.4

Ⅱ 評価・換算差額等

１ その他有価証券 
  評価差額金

8,490 0.3 5,091 0.2 7,424 0.3

２ 繰延ヘッジ損益 38 0.0 30 0.0 37 0.0

評価・換算 
差額等合計

8,528 0.3 5,121 0.2 7,462 0.3

Ⅲ 少数株主持分 14 0.0 15 0.0 14 0.0

  純資産合計 105,334 3.7 95,961 3.3 105,347 3.7

  負債純資産合計 2,833,795 100.0 2,867,855 100.0 2,833,124 100.0



② 【中間連結損益計算書】 

前中間連結会計期間

(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間

(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度の
要約連結損益計算書

(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(百万円)
百分比
(％)

金額(百万円)
百分比
(％)

金額(百万円)
百分比
(％)

Ⅰ 営業収益
１ 総合あっせん 7,108 7,701 14,623
２ 個品あっせん ※２ 20,930 18,346 39,347
３ 信用保証 16,065 12,570 32,711
４ 融資 ※２ 28,319 27,144 60,482
５ その他 ※３ 3,633 3,670 7,371
６ 金融収益 216 255 366

営業収益合計 76,274 100.0 69,689 100.0 154,903 100.0
Ⅱ 営業費用

１ 販売費及び
 一般管理費 ※

４ 
５

69,385 67,926 138,766

２ 金融費用
(1) 支払利息 4,086 4,506 8,217
(2) その他 1,387 5,473 1,722 6,228 2,593 10,810
営業費用合計 74,859 98.1 74,155 106.4 149,577 96.6
営業利益又は
営業損失(△)

1,414 1.9 △4,465 △6.4 5,325 3.4

Ⅲ 営業外収益
１ 持分法による

   投資利益
― ― 0

２ 雑収入 21 21 0.0 31 31 0.0 64 64 0.1
Ⅳ 営業外費用
１ 利息返還損失
 引当金繰入額 48 134 70

２ 持分法による
  投資損失

6 15 ―

３ 雑損失 8 63 0.1 1 151 0.2 47 117 0.1
経常利益又は
経常損失(△)

1,373 1.8 △4,585 △6.6 5,272 3.4

Ⅴ 特別利益
１ 退職給付制度終
  了益

10 ― 10

２ 投資有価証券等
  売却益

156 46 1,095

３ 関係会社清算益 65 231 0.3 ― 46 0.1 65 1,170 0.8
Ⅵ 特別損失
１ 役員退職金 ― ― 5
２ 過年度役員退職
  慰労引当金繰入
  額

― 4 ―

３ 割増退職金 ― 5,813 ―
４ 固定資産売却損 ※６ ― ― 8
５ 固定資産除却損 ※７ 37 15 234
６ 投資有価証券等
  売却損

1 ― 1

７ 投資有価証券等
  評価損

50 32 108

８ 貯蔵品廃棄損 ― 89 0.1 ― 5,865 8.4 86 444 0.3

税金等調整前中間
(当期)純利益又は
税金等調整前中間
純損失(△)

1,516 2.0 △10,403 △14.9 5,998 3.9

法人税、住民税及
び事業税

108 119 2,919

法人税等調整額 654 762 1.0 △4,216 △4,097 △5.9 206 3,125 2.0

少数株主利益又は
少数株主損失(△)

△0 △0.0 0 0.0 △0 △0.0

中間(当期)純利益
又は 中間 純損 失
(△)

753 1.0 △6,306 △9.0 2,873 1.9



③ 【中間連結株主資本等変動計算書】 

前中間連結会計期間(自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日) 

  

 
  

 
  

項目
株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成18年３月31日残高(百万円) 11,651 25,983 59,745 △123 97,257

中間連結会計期間中の変動額

 剰余金の配当 △1,175 △1,175

 利益処分による役員賞与 △29 △29

 中間純利益 753 753

 自己株式の取得 △16 △16

 自己株式の処分 0 0 1

 連結範囲の変動

 株主資本以外の項目の中間連結
 会計期間中の変動額（純額）

中間連結会計期間中の変動額合計 
(百万円)

0 △451 △15 △466

平成18年９月30日残高(百万円) 11,651 25,984 59,293 △138 96,791

項目

評価・換算差額等

少数株主
持分

純資産合計その他 
有価証券 

評価差額金

繰延ヘッジ
損益

評価・換算
差額等合計

平成18年３月31日残高(百万円) 10,042 10,042 26 107,326

中間連結会計期間中の変動額

 剰余金の配当 △1,175

 利益処分による役員賞与 △29

 中間純利益 753

 自己株式の取得 △16

 自己株式の処分 1

 連結範囲の変動 △11 △11

 株主資本以外の項目の中間連結 
 会計期間中の変動額(純額)

△1,552 38 △1,513 △0 △1,514

中間連結会計期間中の変動額合計 
(百万円)

△1,552 38 △1,513 △11 △1,992

平成18年９月30日残高(百万円) 8,490 38 8,528 14 105,334



当中間連結会計期間(自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日) 

  

 
  

 
  

項目
株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成19年３月31日残高(百万円) 11,651 25,984 60,384 △150 97,870

中間連結会計期間中の変動額

 剰余金の配当 △734 △734

 中間純損失 △6,306 △6,306

 自己株式の取得 △5 △5

 自己株式の処分 △0 0 0

 株主資本以外の項目の中間連結
 会計期間中の変動額（純額）

中間連結会計期間中の変動額合計 
(百万円)

△0 △7,041 △4 △7,045

平成19年９月30日残高(百万円) 11,651 25,984 53,343 △155 90,824

項目

評価・換算差額等

少数株主
持分

純資産合計その他 
有価証券 

評価差額金

繰延ヘッジ
損益

評価・換算
差額等合計

平成19年３月31日残高(百万円) 7,424 37 7,462 14 105,347

中間連結会計期間中の変動額

 剰余金の配当 △734

 中間純損失 △6,306

 自己株式の取得 △5

 自己株式の処分 0

 株主資本以外の項目の中間連結 
 会計期間中の変動額(純額)

△2,333 △7 △2,340 0 △2,340

中間連結会計期間中の変動額合計 
(百万円)

△2,333 △7 △2,340 0 △9,385

平成19年９月30日残高(百万円) 5,091 30 5,121 15 95,961



前連結会計年度(自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日) 

  

 
  

 
  

項目
株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成18年３月31日残高(百万円) 11,651 25,983 59,745 △123 97,257

連結会計年度中の変動額

 剰余金の配当 △2,204 △2,204

 利益処分による役員賞与 △29 △29

 当期純利益 2,873 2,873

 自己株式の取得 △28 △28

 自己株式の処分 0 0 1

 連結範囲の変動

 株主資本以外の項目の 
 連結会計年度中の変動額(純額)

連結会計年度中の変動額合計 
(百万円)

0 639 △27 612

平成19年３月31日残高(百万円) 11,651 25,984 60,384 △150 97,870

項目

評価・換算差額等
少数株主
持分

純資産合計その他 
有価証券 

評価差額金

繰延ヘッジ
損益

評価・換算
差額等合計

平成18年３月31日残高(百万円) 10,042 10,042 26 107,326

連結会計年度中の変動額

 剰余金の配当 △2,204

 利益処分による役員賞与 △29

 当期純利益 2,873

 自己株式の取得 △28

 自己株式の処分 1

 連結範囲の変動 △11 △11

 株主資本以外の項目の 
 連結会計年度中の変動額(純額)

△2,618 37 △2,580 0 △2,580

連結会計年度中の変動額合計 
(百万円)

△2,618 37 △2,580 △11 △1,979

平成19年３月31日残高(百万円) 7,424 37 7,462 14 105,347



④ 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】 

  

 
  

前中間連結会計期間

(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間

(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度の
要約連結キャッシュ・

フロー計算書
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円)

Ⅰ 営業活動による
キャッシュ・フロー
税金等調整前中間(当期)
純利益又は税金等調整前
中間純損失(△)

1,516 △10,403 5,998

有形・無形固定資産 
減価償却費

5,534 5,594 11,140

のれん償却額 25 ― 38

貸倒引当金の増減額 
(△：減少)

1,079 6,378 6,723

退職給付引当金の増減額 
(△：減少)

△3 1 △2

投資有価証券等売却益 △156 △46 △1,095

投資有価証券等売却損 1 ― 1

投資有価証券等評価損 50 32 108

有形・無形固定資産 
売却益

― △9 ―

有形・無形固定資産 
売却損

― ― 8

有形・無形固定資産 
除却損

37 15 234

割賦利益繰延の増減額 
(△：減少)

△5,578 620 △7,001

受取利息及び受取配当金 △216 △255 △366

支払利息 5,473 6,228 10,810

売上債権の増減額 
(△：増加)

△25,367 △24,062 △10,865

買入債務の増減額 
(△：減少)

30,649 14,589 23,753

その他資産の増減額 
(△：増加)

△4,708 3,664 △15,895

その他負債の増減額 
(△：減少)

1,469 △14,170 8,702

その他 △29 15 △29

 小計 9,776 △11,808 32,261

利息及び配当金の受取額 112 256 △1,053

利息の支払額 △5,426 △6,345 △10,829

法人税等の支払額 △5,132 △275 △7,726

営業活動による 
キャッシュ・フロー

△670 △18,173 12,652



 
  

前中間連結会計期間

(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間

(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度の
要約連結キャッシュ・

フロー計算書
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円)

Ⅱ 投資活動による
キャッシュ・フロー

定期預金の払戻 
による収入

― ― 10

有形・無形固定資産取得 
による支出

△3,038 △2,802 △5,861

有形・無形固定資産売却 
による収入

389 450 968

投資有価証券等の取得 
による支出

△181 △0 △4,053

投資有価証券等の売却 
による収入

238 121 4,044

貸付金による支出 △17 △21 △51

貸付金の回収による収入 30 49 60

その他 △4 ― △11

投資活動による 
キャッシュ・フロー

△2,584 △2,202 △4,894

Ⅲ 財務活動による
キャッシュ・フロー

短期借入金の増減額 
(△：減少)

7,560 27,400 2,820

コマーシャル・ペーパー 
の発行及び償還による 
増減額(△：減少)

40,800 △20,000 20,600

長期借入れによる収入 62,142 76,840 161,411

長期借入金の返済 
による支出

△88,658 △37,899 △163,992

社債の発行による収入 15,000 ― 25,000

社債の償還による支出 △20,000 ― △30,000

自己株式の取得 
による支出

△16 △5 △28

自己株式の売却 
による収入

1 0 1

配当金の支払額 △1,175 △734 △2,204

財務活動による 
キャッシュ・フロー

15,653 45,600 13,607

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る
換算差額

― ― ―

Ⅴ 現金及び現金同等物の
増減額(△：減少)

12,399 25,224 21,365

Ⅵ 現金及び現金同等物の
期首残高

31,211 52,576 31,211

Ⅶ 現金及び現金同等物の
中間期末(期末)残高

43,610 77,801 52,576



中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

  

 

項目
前中間連結会計期間

(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

１ 連結の範囲に関す
る事項

 

(1) 連結子会社の数 ６社
連結子会社名

ジャックス 
債権回収サービス㈱

㈱サポート

ジャックス・ 
トータル・サービス㈱

ジャックス・ 
ビジネスサポート㈱

ジャックス情報 
システムサービス㈱

ジャックス 
カーリース㈱

なお、ケー・ジェー・オ
イル㈱は平成18年８月18
日付で清算し、連結子会
社の数は７社から６社と
なりました。

 

(1) 連結子会社の数 ６社
連結子会社名

ジャックス
債権回収サービス㈱

㈱サポート

ジャックス・
トータル・サービス㈱

ジャックス・
ビジネスサポート㈱

ジャックス情報
システムサービス㈱

ジャックス
カーリース㈱

 

(1) 連結子会社の数 ６社
連結子会社名

ジャックス 
債権回収サービス㈱

㈱サポート

ジャックス・ 
トータル・サービス㈱

ジャックス・ 
ビジネスサポート㈱

ジャックス情報 
システムサービス㈱

ジャックス 
カーリース㈱

なお、ケー・ジェー・オ
イル㈱は平成18年８月18
日付で清算し、連結子会
社の数は７社から６社に
なりました。

(2) 非連結子会社の名称等
JACCS INTERNATIONAL 
(Hong Kong) Co.,
Ltd.

なお、JACCS 
INTERNATIONAL 
(SINGAPORE) PTE LTD. 
は平成18年７月27日付で
清算致しました。

(2) 非連結子会社の名称等
JACCS INTERNATIONAL 
(Hong Kong) Co.,
Ltd.

(2) 非連結子会社の名称等
JACCS INTERNATIONAL
(Hong Kong)Co.,
Ltd.

なお、JACCS 
INTERNATIONAL 
(SINGAPORE) PTE LTD. 
は平成18年７月27日付で
清算致しました。

(連結の範囲から除いた理
由) 
非連結子会社１社は、小規
模であり、合計の総資産、
営業収益、中間純損益及び
利益剰余金(持分に見合う
額)等は、いずれも中間連
結財務諸表に重要な影響を
及ぼしていないため、連結
の範囲から除外しておりま
す。

(連結の範囲から除いた理
由) 
     同左

(連結の範囲から除いた理
由) 
非連結子会社１社は、小規
模であり合計の総資産、営
業収益、当期純損益及び利
益剰余金(持分に見合う額)
等は、いずれも連結財務諸
表に重要な影響を及ぼして
いないため連結の範囲から
除外しております。

２ 持分法の適用に関
する事項

(1) 持分法を適用した関連
会社の名称
㈱ハウスケア

(2) 持分法を適用しない非
連結子会社の名称
JACCS INTERNATIONAL
(Hong Kong) Co.,  
Ltd.  

(持分法を適用しない理由)
持分法非適用会社は、中間

純損益及び利益剰余金(持

分に見合う額)等に及ぼす

影響が軽微であり、かつ全

体としても重要性がないた

め、持分法の適用から除外

しております。
(3) 持分法の適用の手続に

ついて特に記載する必
要があると認められる
事項

持分法適用会社は、決算
日が異なるため、当該会
社の事業年度に係る財務
諸表を使用しておりま
す。

(1) 持分法を適用した関連
会社の名称

同左
(2) 持分法を適用しない非

連結子会社の名称
同左

(持分法を適用しない理由)
同左

(3) 持分法の適用の手続に
ついて特に記載する必
要があると認められる
事項

同左

(1) 持分法を適用した関連
会社の名称

同左
(2) 持分法を適用しない非

連結子会社の名称
同左

(持分法を適用しない理由)
持分法非適用会社は、当期

純損益及び利益剰余金(持

分に見合う額)等に及ぼす

影響が軽微であり、かつ全

体としても重要性がないた

め、持分法の適用から除外

しております。
(3) 持分法の適用の手続に

ついて特に記載する必
要があると認められる
事項

同左



 

項目
前中間連結会計期間

(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

３ 連結子会社の中間

決算日(決算日)等

に関する事項

連結子会社の中間決算日

は、中間連結決算日と一致

しております。

同左 連結子会社の決算日は、連

結決算日と一致しておりま

す。

４ 会計処理基準に関

する事項

(1) 重要な資産の評価基準

及び評価方法

(イ)有価証券

満期保有目的の債券

…償却原価法(定額

法)

その他有価証券

時価のあるもの

…中間連結会計期

間末日の市場価

格等に基づく時

価法(評価差額

は全部純資産直

入法により処理

し、売却原価は

移動平均法によ

り算定)

(1) 重要な資産の評価基準

及び評価方法

(イ)有価証券

――――――

その他有価証券

時価のあるもの

 同左

(1) 重要な資産の評価基準

及び評価方法

(イ)有価証券

――――――

 

その他有価証券

時価のあるもの

…連結会計年度末

日の市場価格等

に基づく時価法

(評価差額は全

部純資産直入法

により処理し、

売却原価は移動

平均法により算

定)

時価のないもの

…移動平均法によ

る原価法

時価のないもの

同左

時価のないもの

同左

(ロ)たな卸資産(販売用

不動産)

…個別法による原価

法

(ロ)たな卸資産(販売用

不動産)

同左

(ロ)たな卸資産(販売用

不動産)

同左

(ハ)デリバティブ

…時価法

(ハ)デリバティブ

同左

(ハ)デリバティブ

同左

(2) 重要な減価償却資産の

減価償却の方法

(イ)有形固定資産

定率法によっておりま

す。なお、耐用年数及

び残存価額について

は、法人税法に規定す

る方法と同一の基準に

よっております。ただ

し、平成10年４月１日

以降取得した建物につ

いては定額法。

(2) 重要な減価償却資産の

減価償却の方法

(イ)有形固定資産

平成19年４月１日以降

取得資産については法

人税法に定める定率

法。ただし、建物(建

物付属設備は除く)は

法人税法に定める定額

法。

平成19年３月31日以前

取得資産については法

人税法に定める旧定率

法。ただし、平成10年

４月１日から平成19年

３月31日までに取得し

た建物(建物付属設備

は除く)は法人税法に

定める旧定額法。

(2) 重要な減価償却資産の

減価償却の方法

(イ)有形固定資産

定率法によっておりま

す。なお、耐用年数及

び残存価額について

は、法人税法に規定す

る方法と同一の基準に

よっております。ただ

し、平成10年４月１日

以降取得した建物につ

いては定額法。



項目
前中間連結会計期間

(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

(会計処理の変更)
  法人税法の改正(「所得

税法等の一部を改正する

法律 平成 19年３月 30

日 法 律 第 ６ 号」及 び

「法人税法施行令の一部

を改正する政令 平成19

年３月 30日 政令第 83

号」)に伴い、平成19年

４月１日以降取得資産の

減価償却の方法を改正後

の法人税法に基づく方法

に変更しております。な

お、これによる損益に与

える影響は軽微でありま

す。
(追加情報)

  平成19年３月31日以前取

得資産の５％残存簿価の

処理方法については法人

税法の改正(「所得税法

等の一部を改正する法

律 平成19年３月30日 法

律第６号」及び「法人税

法施行令の一部を改正す

る政令 平成19年３月30

日 政令第83号」)を適用

し、平成19年３月31日以

前取得資産で償却可能限

度額まで償却したものに

ついては償却終了した年

度の翌年度から残存簿価

を５年間で均等償却する

こととしております。な

お、これによる損益に与

える影響は軽微でありま

す。

(ロ)無形固定資産

自社利用のソフトウェ

アについては社内にお

ける見込利用可能期間

( 長10年)に基づく定

額法。

(ロ)無形固定資産

同左

(ロ)無形固定資産

同左

(3) 重要な繰延資産の処理

方法

  社債発行費については支

払時全額費用処理してお

ります。

(3) 重要な繰延資産の処理

方法

――――――

(3) 重要な繰延資産の処理

方法

  社債発行費については支

払時全額費用処理してお

ります。

(4) 重要な引当金の計上基

準

(イ)貸倒引当金

債権の貸倒発生に備え

るため一般債権につい

ては貸倒実績率等を勘

案して必要額を、貸倒

懸念債権等の債権につ

いては個別に回収可能

性を検討し回収不能見

込額を計上しておりま

す。

(4) 重要な引当金の計上基

準

(イ)貸倒引当金

同左

(4) 重要な引当金の計上基

準

(イ)貸倒引当金

同左



項目
前中間連結会計期間

(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

(ロ)賞与引当金

従業員及び使用人兼務

役員の賞与支出に備え

るため、支給見込額を

計上しております。

(ロ)賞与引当金

同左

(ロ)賞与引当金

同左

(ハ)カードポイント引当

金

ポイントカードにより

カード会員に付与した

ポイントの使用による

費用負担に備えるた

め、当中間連結会計期

間末において将来使用

されると見込まれる額

を計上しております。

(ハ)カードポイント引当

金

同左

(ハ)カードポイント引当

金

ポイントカードにより

カード会員に付与した

ポイントの使用による

費用負担に備えるた

め、当連結会計年度末

において将来使用され

ると見込まれる額を計

上しております。

(ニ)退職給付引当金

従業員の退職給付に備

えるため、当連結会計

年度末における退職給

付債務及び年金資産の

見込額に基づき、当中

間連結会計期間末にお

いて発生していると認

められる額を計上して

おります。なお、計算

の結果、当社は当中間

連結会計期間末におけ

る退職給付引当金が借

方残高となるため、前

払年金費用(投資その

他 の 資 産 の「そ の

他」)に計上しており

ます。過去勤務債務

は、その発生時の従業

員の平均残存勤務期間

以内の一定の年数(５

年)による定額法によ

り費用処理しておりま

す。数理計算上の差異

は、その発生時の従業

員の平均残存勤務期間

以内の一定の年数(５

年)による定額法によ

り、翌連結会計年度か

ら費用処理しておりま

す。

(ニ)退職給付引当金

同左

(ニ)退職給付引当金

従業員の退職給付に備

えるため、当連結会計

年度末における退職給

付債務及び年金資産の

見込額に基づき、当連

結会計年度末において

発生していると認めら

れる額を計上しており

ます。なお、計算の結

果、当社は当連結会計

年度末における退職給

付引当金が借方残高と

なるため、前払年金費

用(投資その他の資産

の「その他」)に計上

しております。過去勤

務債務は、その発生時

の従業員の平均残存勤

務期間以内の一定の年

数(５年)による定額法

により費用処理してお

ります。数理計算上の

差異は、その発生時の

従業員の平均残存勤務

期間以内の一定の年数

(５年)による定額法に

より、翌連結会計年度

から費用処理しており

ます。



項目
前中間連結会計期間

(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

(ホ)役員退職慰労引当金 

役員の退職慰労金の

支出に備えるため、

役員退職慰労金規程

に基づく当中間連結

会計期間末要支給額

を計上しておりま

す。

(ホ)役員退職慰労引当金

同左

(ホ)役員退職慰労引当金 

役員の退職慰労金の

支出に備えるため、

役員退職慰労金規程

に基づく期末要支給

額を計上しておりま

す。

(ヘ)利息返還損失引当金 

将来の利息返還の請

求に備え、過去の返

還実績等を勘案した

必要額を計上してお

ります。 

(会計処理の変更) 

従来、支払時に処理

をしていた利息の返

還額については、前

連結会計年度の下期

より、将来の利息返

還請求により発生す

ると見込まれる額を

利息返還損失引当金

として計上する方法

に変更しました。従

って、前中間連結会

計期間は従来の方法

によっており、当中

間連結会計期間と同

一の方法を採用した

場合と比べ、前中間

連結会計期間の経常

利益及び税金等調整

前中間純利益は26百

万円多く計上されて

おります。

(ヘ)利息返還損失引当金 

将来の利息返還の請

求に備え、過去の返

還実績等を勘案した

必要額を計上してお

ります。 

 

 

 

 

(ヘ)利息返還損失引当金 

将来の利息返還の請

求に備え、過去の返

還実績等を勘案した

必要額を計上してお

ります。 

 

 

 

(追加情報)
利息返還損失引当金に
ついては、日本公認会
計士協会業種別委員会
報告第37号「消費者金
融会社等の利息返還請
求による損失に係る引
当金の計上に関する監
査上の取扱い」(平成
18年10月13日)に基づ
き、当中間連結会計期
間から利息返還額の見
積期間を見直ししてお
ります。この結果、従
来の方法に比較して、
経常利益及び税金等調
整前中間純利益が27百
万円減少しておりま
す。なお、この見直し
に伴い表示区分を流動
負債から固定負債に変
更しております。

(追加情報)
利息返還損失引当金に
ついては、日本公認会
計士協会業種別委員会
報告第37号「消費者金
融会社等の利息返還請
求による損失に係る引
当金の計上に関する監
査上の取扱い」(平成
18年10月13日)に基づ
き、当連結会計年度か
ら利息返還額の見積期
間を見直ししておりま
す。この結果、従来の
方法に比較して、経常
利益及び税金等調整前
当期純利益が52百万円
減少しております。な
お、この見直しに伴い
表示区分を流動負債か
ら固定負債に変更して
おります。



項目
前中間連結会計期間

(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

(5) 重要なリース取引の処

理方法

リース物件の所有権が借

主に移転すると認められ

るもの以外のファイナン

ス・リース取引について

は、通常の賃貸借取引に

係る方法に準じた会計処

理によっております。

(5) 重要なリース取引の処

理方法

同左

(5) 重要なリース取引の処

理方法

同左

(6) 重要なヘッジ会計の方

法

(イ)ヘッジ会計の方法

時価との評価損益を、

資産または負債に繰り

延べる繰延ヘッジ処理

を行っております。な

お、特例処理の要件を

満たしている金利スワ

ップ取引については特

例処理によっておりま

す。

(6) 重要なヘッジ会計の方

法

(イ)ヘッジ会計の方法

同左

(6) 重要なヘッジ会計の方

法

(イ)ヘッジ会計の方法

同左

(ロ)ヘッジ手段とヘッジ

対象

ヘッジ手段

…デリバティブ取引

(金利スワップ取

引)

ヘッジ対象

…借入金

(ロ)ヘッジ手段とヘッジ

対象

ヘッジ手段

同左

   

   

ヘッジ対象

同左

(ロ)ヘッジ手段とヘッジ

対象

ヘッジ手段

同左

   

   

ヘッジ対象

同左

(ハ)ヘッジ方針

将来の金利変化、為替

変動によるリスクを軽

減することを目的とし

てデリバティブ取引を

行っております。

(ハ)ヘッジ方針

同左

(ハ)ヘッジ方針

同左

(ニ)ヘッジ有効性評価及

びリスク管理方法

デリバティブ取引は社

長の承認を受けて「社

内規定」に則って執行

されております。当該

規定ではデリバティブ

取引の管理方針、リス

ク管理の主管部署、利

用目的、利用範囲及び

報告体制に関する規定

が明記されており、少

なくとも日次及び月次

でこれら取引の時価を

把握しており、市場が

大幅に変動して大きな

損失を被る可能性があ

る場合には迅速な対応

ができるよう管理体制

を整備しております。

(ニ)ヘッジ有効性評価及

びリスク管理方法

同左

(ニ)ヘッジ有効性評価及

びリスク管理方法

同左



項目
前中間連結会計期間

(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

(7) 主な営業収益の計上基

準

(イ)顧客手数料

 期日到来基準により計

上しております。

  総合あっせん

   残債方式

  個品あっせん

   残債方式

  信用保証

主として残債方式

  融資

   残債方式

(ロ)加盟店手数料等

 取扱高計上時に一括し

て計上しております。

(7) 主な営業収益の計上基

準

(イ)顧客手数料

同左 

  総合あっせん

同左 

  個品あっせん

同左 

  信用保証

残債方式（一部保

証契約時に計上）

  融資

同左 

(ロ)加盟店手数料

 取扱高計上時に一括し

て計上しております。
(会計処理の変更)

株式会社三菱ＵＦＪフィナ

ンシャル・グループ、株式

会社三菱東京ＵＦＪ銀行及

び三菱ＵＦＪニコス株式会

社との提携合意を機会とし

て営業収益等の計上基準を

見直しした結果、次のとお

り当中間連結会計期間取扱

分より会計処理方法を変更

いたしました。 

①保証料及び当該業務に係

る支払手数料 

 従来、保証料一括前取保

証業務に係る保証料につい

ては、契約時にほとんどの

費用が発生することから、

保証契約時に一括計上して

おりました。また、保証業

務に係る支払手数料につい

ても発生時の費用としてお

りました。しかしながら、

滞納発生リスクが高まって

いる 近の環境変化を勘案

し、契約時以降に発生する

回収コストとの費用収益の

対応をより適切に行うた

め、期日到来基準に基づく

残債方式により収益計上す

る方法に変更いたしまし

た。また、収益計上の方法

の変更に伴い、支払手数料

についても期日到来基準に

基づく残債方式により費用

計上する方法に変更いたし

ました。この変更により、

従来の方法で計上した場合

と比較して、営業損失、経

常損失及び税金等調整前中

間純損失がそれぞれ4,595

百万円増加しております。

(7) 主な営業収益の計上基

準

(イ)顧客手数料

同左

  総合あっせん

同左

  個品あっせん

同左

  信用保証

主として残債方式

  融資

同左

(ロ)加盟店手数料等

 取扱高計上時に一括し

て計上しております。



   

項目
前中間連結会計期間

(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

②割賦購入斡旋業務に係る

支払手数料 

 従来、当該業務に係る支

払手数料については、取扱

高計上時に費用計上してお

りました。しかしながら、

支払手数料が近時取扱い獲

得のため不可避なものとし

て原価的側面が増加してき

たことを考慮し、割賦売掛

金の回収期間に渡って配分

する方法に変更することに

より費用収益の対応をより

適切に行うことといたしま

した。この変更により、従

来の方法で計上した場合と

比較して、営業損失、経常

損失及び税金等調整前中間

純損失がそれぞれ1,765百

万円減少しております。

(8) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、

税抜方式によっており、

仮払消費税等と仮受消費

税等は納税主体ごとに相

殺のうえ、流動負債の

「その他」に含めて表示

しております。なお、固

定資産に係る控除対象外

消費税等は、投資その他

の資産の「その他」に計

上し、５年間で均等償却

を行っております。

(8) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、

税抜方式によっており、

仮払消費税等と仮受消費

税等は納税主体ごとに相

殺のうえ、流動資産の

「その他」及び流動負債

の「その他」に含めて表

示しております。なお、

固定資産に係る控除対象

外消費税等は、投資その

他の資産の「その他」に

計上し、５年間で均等償

却を行っております。

(8) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、

税抜方式によっておりま

す。なお、固定資産に係

る控除対象外消費税等

は、投資その他の資産の

「その他」に計上し、５

年間で均等償却を行って

おります。

５ 中間連結キャッシ

ュ・フロー計算書

( 連 結 キ ャ ッ シ

ュ・フ ロ ー 計 算

書)における資金

の範囲

資金は手許現金、随時引き

出し可能な預金及び容易に

換金可能であり、かつ、価

値の変動について僅少なリ

スクしか負わない取得日か

ら３ヶ月以内に償還期限の

到来する短期的な投資から

なっております。

同左 同左



会計処理の変更 

 
  

前中間連結会計期間 
(自 平成18年４月１日 
 至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日 
 至 平成19年９月30日)

前連結会計年度 
(自 平成18年４月１日 
 至 平成19年３月31日)

(貸借対照表の純資産の部の表示に
関する会計基準等) 
当中間連結会計期間から「貸借対照
表の純資産の部の表示に関する会計
基準」(企業会計基準委員会 平成
17年12月９日 企業会計基準第５
号)及び「貸借対照表の純資産の部
の表示に関する会計基準等の適用指
針」(企業会計基準委員会 平成17
年12月９日 企業会計基準適用指針
第８号)を適用しております。これ
による損益に与える影響はありませ
ん。なお、従来の「資本の部」の合
計に相当する金額は105,281百万円
であります。中間連結財務諸表規則
の改正により、当中間連結会計期間
における中間連結財務諸表は、改正
後の中間連結財務諸表規則により作
成しております。

―――――― (貸借対照表の純資産の部の表示に
関する会計基準等) 
当連結会計年度から「貸借対照表の
純資産の部の表示に関する会計基
準」(企業会計基準委員会 平成17年
12月９日 企業会計基準第５号)及び
「貸借対照表の純資産の部の表示に
関する会計基準等の適用指針」(企
業会計基準委員会 平成17年12月９
日 企業会計基準適用指針第８号)を
適用しております。これによる損益
に与える影響はありません。なお、
従来の「資本の部」の合計に相当す
る金額は105,294百万円でありま
す。連結財務諸表規則の改正によ
り、当連結会計年度における連結財
務諸表は、改正後の連結財務諸表規
則により作成しております。



次へ 

表示方法の変更 

 
  

追加情報 

 
  

前中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

(中間連結財務諸表規則の改正)
・中間連結貸借対照表
「連結調整勘定」は、当中間連
結会計期間から「のれん」とし
て表示しております。

・中間連結損益計算書
「連結調整勘定償却額」は、当
中間連結会計期間から「のれん
償却額」として表示しておりま
す。

・中間連結キャッシュ・フロー計
算書
「連結調整勘定償却額」は、当
中間連結会計期間から「のれん
償却額」として表示しておりま
す。

――――――

(信託受益権) 
投資その他の資産「その他」に含め
て表示しておりました「信託受益
権」(当社保証業務において提携金
融機関が実施する債権流動化に伴い
取得する劣後受益権)については、
その重要性が増したことを勘案し、
前連結会計年度より区分掲記するこ
ととしました。なお、前中間連結会
計期間末の「信託受益権」は34,109
百万円であります。

――――――
 

前中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

(中間期末日満期手形の処理方法)
中間期末日満期手形は手形交換日を
もって決済処理をしております。 
当中間期末日は銀行休日のため、中
間期末日満期手形が以下の科目に含
まれております。
 支払手形 159百万円

(中間期末日満期手形の処理方法)
中間期末日満期手形は手形交換日を
もって決済処理をしております。 
当中間期末日は銀行休日のため、中
間期末日満期手形が以下の科目に含
まれております。
 支払手形 100百万円

(期末日満期手形の処理方法)
期末日満期手形は手形交換日をもっ
て決済処理をしております。 
当期末日は銀行休日のため、期末日
満期手形が以下の科目に含まれてお
ります。
支払手形 149百万円



注記事項 

(中間連結貸借対照表関係) 

  

 
  

番号
前中間連結会計期間末
(平成18年９月30日)

当中間連結会計期間末
(平成19年９月30日)

前連結会計年度末 
(平成19年３月31日)

※１

 

担保に供している資産とこれに対

応する債務

(1) 担保に供している資産

種類 金額(百万円)

割賦売掛金 487,697
 

担保に供している資産とこれに対

応する債務

(1) 担保に供している資産

種類 金額(百万円)

割賦売掛金 535,221
 

担保に供している資産とこれに対

応する債務

(1) 担保に供している資産

種類 金額(百万円)

割賦売掛金 503,473

 

(2) 対応する債務

種類 金額(百万円)

短期借入金 139,812

一年以内返済予 
定の長期借入金

101,316

長期借入金 227,184

合計 468,312
 

(2) 対応する債務

種類 金額(百万円)

短期借入金 156,212

一年以内返済予
定の長期借入金

86,776

長期借入金 271,988

合計 514,976
 

(2) 対応する債務

種類 金額(百万円)

短期借入金 131,812

一年以内返済予 
定の長期借入金

77,901

長期借入金 274,353

合計 484,066

 カ－ドキャッシング債権を流動化

した残高については、金融取引と

して処理したことにより、流動資

産「割賦売掛金」残高と固定負債

「長期借入金」残高にそれぞれ

17,000百万円含まれております。

カ－ドキャッシング債権を流動化

した残高については、金融取引と

して処理したことにより、流動資

産「割賦売掛金」残高と固定負債

「長期借入金」残高にそれぞれ

17,000百万円含まれております。

※２ 有形固定資産の減価償却累計額は

7,145百万円であります。

有形固定資産の減価償却累計額は

7,557百万円であります。

有形固定資産の減価償却累計額は

7,344百万円であります。

※３ 非連結子会社及び関連会社に対す

るものは、次のとおりでありま

す。

関連会社に対するものは、次のと

おりであります。

関連会社に対するものは、次のと

おりであります。

投資有価証券(株式) 60百万円 投資有価証券(株式) 44百万円 投資有価証券(株式) 60百万円

※４

 

割賦売掛金

部門別 金額(百万円)

総合あっせん 93,158

個品あっせん 538,499

融資 362,703

その他 1,246

合計 995,608
 

割賦売掛金

部門別 金額(百万円)

総合あっせん 100,763

個品あっせん 534,613

融資 343,916

その他 1,125

合計 980,420

割賦売掛金

部門別 金額(百万円)

総合あっせん 97,470

個品あっせん 532,722

融資 348,397

その他 1,194

合計 979,784



次へ 

 
  

番号
前中間連結会計期間末
(平成18年９月30日)

当中間連結会計期間末
(平成19年９月30日)

前連結会計年度末 
(平成19年３月31日)

※５

 

割賦利益繰延

部門

前連結 
会計 

年度末 
残高 
(百万
円)

当中間 
連結会
計期間 
受入額 
(百万
円)

当中間 
連結会
計期間 
実現額 
(百万
円)

当中間
連結会
計期間
末残高
(百万
円)

うち 
加盟店 
手数料 

等 
(百万
円)

総合あ 
っせん

1,493 7,027 7,108 1,412 (11)

個品あ 
っせん

53,576 14,476 20,930 47,122 (2,436)

信用 
保証

23,983 17,023 16,065 24,941 (―)

融資 494 28,318 28,319 493 (―)

その他 2 3,632 3,633 1 (―)

計 79,550 70,478 76,057 73,971 (2,448)

 

割賦利益繰延

部門

前連結
会計 

年度末
残高 
(百万
円)

当中間
連結会
計期間
受入額
(百万
円)

当中間
連結会
計期間
実現額
(百万
円)

当中間
連結会
計期間
末残高
(百万
円)

うち 
加盟店
手数料

  
(百万
円)

総合あ 
っせん

1,396 7,675 7,701 1,370 (0)

個品あ 
っせん

44,419 13,454 18,346 39,527 (1,265)

信用 
保証

26,261 18,194 12,570 31,884 (―)

融資 469 27,059 27,144 384 (―)

その他 2 3,669 3,670 1 (―)

計 72,548 70,053 69,433 73,168 (1,265)

割賦利益繰延

部門

前連結
会計 

年度末
残高 
(百万
円)

当連結
会計 
年度 

受入額
(百万
円)

当連結 
会計 
年度 

実現額 
(百万
円)

当連結 
会計 

年度末 
残高 
(百万
円)

うち 
加盟店
手数料

等 
(百万
円)

総合あ
っせん

1,493 14,525 14,623 1,396 (1)

個品あ
っせん

53,576 30,189 39,347 44,419 (1,815)

信用 
保証

23,983 34,989 32,711 26,261 (―)

融資 494 60,457 60,482 469 (―)

その他 2 7,371 7,371 2 (―)

計 79,550 147,534 154,536 72,548 (1,817)

 ６

 

割賦売掛金を流動化した残高は次

のとおりであります。

個品あっせん 
売掛金

40,665百万円

―――――― 割賦売掛金を流動化した残高は次

のとおりであります。

個品あっせん
売掛金

38,902百万円

キャッシング
売掛金

17,207

 ７

 

㈱ジャックスは、ローンカード及

びクレジットカード業務に附帯す

るキャッシング業務等を行ってい

ます。当該業務における貸出コミ

ットメントに係る貸出未実行残高

等は次のとおりであります。

当座貸越限度 
額及び貸出 
コミットメン 
トの総額

2,835,320百万円

貸出実行残高 336,383

差引額 2,498,937

なお、上記貸出コミットメント契

約においては、借入人の資金使

途、信用状態等に関する審査を貸

出の条件としているものが含まれ

ているため、必ずしも全額が貸出

実行されるものではありません。

 

㈱ジャックスは、ローンカード及

びクレジットカード業務に附帯す

るキャッシング業務等を行ってい

ます。当該業務における貸出コミ

ットメントに係る貸出未実行残高

等は次のとおりであります。

当座貸越限度
額及び貸出 
コミットメン 
トの総額

2,496,581百万円

貸出実行残高 316,129

差引額 2,180,452

なお、上記貸出コミットメント契

約においては、借入人の資金使

途、信用状態等に関する審査を貸

出の条件としているものが含まれ

ているため、必ずしも全額が貸出

実行されるものではありません。

 

㈱ジャックスは、ローンカード及

びクレジットカード業務に附帯す

るキャッシング業務等を行ってい

ます。当該業務における貸出コミ

ットメントに係る貸出未実行残高

等は次のとおりであります。

当座貸越限度
額及び貸出 
コミットメン 
トの総額

2,891,330百万円

貸出実行残高 321,158

差引額 2,570,172

なお、上記貸出コミットメント契

約においては、借入人の資金使

途、信用状態等に関する審査を貸

出の条件としているものが含まれ

ているため、必ずしも全額が貸出

実行されるものではありません。



(中間連結損益計算書関係) 

番号
前中間連結会計期間

(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

 １

 

部門別取扱高

部門別 金額(百万円)

総合あっせん 314,854

個品あっせん 228,354

信用保証 311,533

融資 151,184

その他 281,635

合計 1,287,561

(注) 信用保証部門の当中間連結

会計期間末における信用保

証の極度貸しの保証残高は

40,571百万円であります。

 

部門別取扱高

部門別 金額(百万円)

総合あっせん 344,667

個品あっせん 156,004

信用保証 280,734

融資 132,273

その他 290,037

合計 1,203,718

(注) 信用保証部門の当中間連結

会計期間末における信用保

証の極度貸しの保証残高は

35,954百万円であります。

 

部門別取扱高

部門別 金額(百万円)

総合あっせん 653,329

個品あっせん 438,879

信用保証 603,456

融資 296,433

その他 570,573

合計 2,562,672

(注) 信用保証部門の当連結会計

年度末における信用保証の

極度貸しの保証残高は

38,079百万円であります。

※２

 

営業収益には流動化した債権に係

る収益が次のとおり含まれており

ます。

個品あっせん収益 2,505百万円

―――――― 営業収益には流動化した債権に係

る収益が次のとおり含まれており

ます。

個品あっせん収益 1,983百万円

キャッシング収益 3,508

※３ 営業収益(その他)

販売用不動産の販売に係る販売益

を含んでおります。売上高、売上

原価及び販売益は次のとおりであ

ります。

売上高 19百万円

売上原価 18

期首たな卸高 11

当期購入高 61

期末たな卸高 54

販売益 1

営業収益(その他)

販売用不動産の販売に係る販売益

を含んでおります。売上高、売上

原価及び販売益は次のとおりであ

ります。

売上高 61百万円

売上原価 57

期首たな卸高 65

当期購入高 18

期末たな卸高 26

販売益 3

営業収益(その他)

販売用不動産の販売に係る販売益

を含んでおります。売上高、売上

原価及び販売益は次のとおりであ

ります。

売上高 85百万円

売上原価 79

期首たな卸高 11

当期購入高 133

期末たな卸高 65

販売益 5

※４

 

販売費及び一般管理費の内訳

貸倒引当金繰入額 20,492百万円

従業員給料手当 9,624

退職給付費用 511

賞与引当金繰入額 2,558

計算費 8,651

のれん償却額 25

その他 27,521

計 69,385
 

販売費及び一般管理費の内訳

貸倒引当金繰入額 22,420百万円

従業員給料手当 9,262

退職給付費用 283

賞与引当金繰入額 2,280

計算費 8,598

その他 25,079

計 67,926

 

販売費及び一般管理費の内訳

貸倒引当金繰入額 42,497百万円

従業員給料手当 21,500

退職給付費用 997

賞与引当金繰入額 2,533

計算費 17,743

のれん償却額 38

その他 53,455

計 138,766

※５ 減価償却実施額

有形固定資産 1,249百万円

無形固定資産 4,285

減価償却実施額

有形固定資産 1,246百万円

無形固定資産 4,348

減価償却実施額

有形固定資産 2,514百万円

無形固定資産 8,626

※６ ―――――― ―――――― 固定資産売却損

電話加入権 8百万円

※７ 固定資産除却損

建物付属設備 29百万円

器具及び備品 7

固定資産除却損

建物付属設備 14百万円

器具及び備品 0

固定資産除却損

建物付属設備 44百万円

器具及び備品 9

ソフトウェア 180
 



(中間連結株主資本等変動計算書関係) 

前中間連結会計期間(自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日) 

１ 発行済株式に関する事項 

 
２ 自己株式に関する事項 

   

(変動事由の概要)  

普通株式の自己株式の増加は単元未満株式の買取によるものであり、減少は単元未満株式の買増請求による売

却のためであります。 

３ 新株予約権等に関する事項 

   該当事項はありません。 

４ 配当に関する事項 

(1) 配当金支払額 

 
(2) 基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間連結会計期間後

となるもの 

 
  

当中間連結会計期間(自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日) 

１ 発行済株式に関する事項 

 
２ 自己株式に関する事項 

   

(変動事由の概要)  

普通株式の自己株式の増加は単元未満株式の買取によるものであり、減少は単元未満株式の買増請求による売

却のためであります。 

３ 新株予約権等に関する事項 

   該当事項はありません。 

４ 配当に関する事項 

(1) 配当金支払額 

 
(2) 基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間連結会計期間後

となるもの 

    該当事項はありません。 

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当中間連結会計期間末

普通株式(株) 147,180,808 － － 147,180,808

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当中間連結会計期間末

普通株式(株) 221,766 13,615 1,038 234,343

決議 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

１株当たり配当額
(円)

基準日 効力発生日

平成18年６月29日 
定時株主総会

普通株式 1,175 8 平成18年３月31日 平成18年６月30日

決議 株式の種類 配当の原資
配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

平成18年11月２日 
取締役会

普通株式 利益剰余金 1,028 7 平成18年９月30日 平成18年12月７日

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当中間連結会計期間末

普通株式(株) 147,180,808 － － 147,180,808

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当中間連結会計期間末

普通株式(株) 249,958 12,022 1,220 260,760

決議 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

１株当たり配当額
(円)

基準日 効力発生日

平成19年６月28日 
定時株主総会

普通株式 734 5 平成19年３月31日 平成19年６月29日



前へ   次へ 

前連結会計年度(自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日) 

１ 発行済株式に関する事項 

   

２ 自己株式に関する事項 

   

(変動事由の概要)  

普通株式の自己株式の増加は単元未満株式の買取によるものであり、減少は単元未満株式の買増請求による売

却のためであります。 

３ 新株予約権等に関する事項 

   該当事項はありません。 

４ 配当に関する事項 

(1) 配当金支払額 

 
(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの 

 
  

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 147,180,808 － － 147,180,808

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 221,766 29,487 1,295 249,958

決議 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

１株当たり配当額
(円)

基準日 効力発生日

平成18年６月29日 
定時株主総会

普通株式 1,175 8 平成18年３月31日 平成18年６月30日

平成18年11月２日 
取締役会

普通株式 1,028 7 平成18年９月30日 平成18年12月７日

決議 株式の種類 配当の原資
配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

平成19年６月28日 
定時株主総会

普通株式 利益剰余金 734 5 平成19年３月31日 平成19年６月29日



(中間連結キャッシュ・フロー計算書関係) 

  

 
  

前中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

 

現金及び現金同等物の中間期末残高

と中間連結貸借対照表に掲記されて

いる科目の金額との関係

 

現金及び 
預金勘定

43,620百万円

預入期間が 
３ケ月を超える 
定期預金

△10

現金及び 
現金同等物

43,610

 

現金及び現金同等物の中間期末残高

と中間連結貸借対照表に掲記されて

いる科目の金額との関係

 

現金及び 
預金勘定

77,801百万円

現金及び 
現金同等物

77,801

現金及び現金同等物の期末残高と連

結貸借対照表に掲記されている科目

の金額との関係

現金及び
預金勘定

52,576百万円

現金及び
現金同等物

52,576



(リース取引関係) 

  

 
  

前中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

 

リース物件の所有権が借主に移転す

ると認められるもの以外のファイナ

ンス・リース取引

１ 借主側

(1) リース物件の取得価額相当

額、減価償却累計額相当額及

び中間期末残高相当額

器具及び備品

取得価額 
相当額

1,032百万円

減価償却 
累計額相当額

626

中間期末 
残高相当額

406

 

リース物件の所有権が借主に移転す

ると認められるもの以外のファイナ

ンス・リース取引

１ 借主側

(1) リース物件の取得価額相当

額、減価償却累計額相当額及

び中間期末残高相当額

器具及び備品

取得価額
相当額

641百万円

減価償却
累計額相当額

402

中間期末
残高相当額

238

リース物件の所有権が借主に移転す

ると認められるもの以外のファイナ

ンス・リース取引

１ 借主側

(1) リース物件の取得価額相当

額、減価償却累計額相当額及

び期末残高相当額

器具及び備品

取得価額
相当額

856百万円

減価償却
累計額相当額

549

期末残高
相当額

306

 

(2) 未経過リース料中間期末残高

相当額

１年以内 190百万円

１年超 264

合計 454
 

(2) 未経過リース料中間期末残高

相当額

１年以内 138百万円

１年超 128

合計 267

(2) 未経過リース料期末残高相当

額

１年以内 148百万円

１年超 194

合計 343

(3) 支払リース料、減価償却費相

当額及び支払利息相当額

支払リース料 136百万円

減価償却費 
相当額

115

支払利息 
相当額

11

(3) 支払リース料、減価償却費相

当額及び支払利息相当額

支払リース料 76百万円

減価償却費
相当額

66

支払利息
相当額

6

(3) 支払リース料、減価償却費相

当額及び支払利息相当額

支払リース料 251百万円

減価償却費
相当額

217

支払利息
相当額

20

(4) 減価償却費相当額の算定方法

リース期間を耐用年数とし、

残存価額を零とする定額法に

よっております。

(4) 減価償却費相当額の算定方法

同左

(4) 減価償却費相当額の算定方法

同左

(5) 利息相当額の算定方法

リース料総額とリース物件の

取得価額相当額の差額を利息

相当額とし、各期への配分方

法については、利息法によっ

ております。

(5) 利息相当額の算定方法

同左

(5) 利息相当額の算定方法

同左

 

２ 貸主側

(1) 固定資産に含まれているリー

ス物件の取得価額、減価償却

累計額及び中間期末残高

賃貸資産

取得価額 9,612百万円

減価償却 
累計額

3,387

中間期末残高 6,225
 

２ 貸主側

(1) 固定資産に含まれているリー

ス物件の取得価額、減価償却

累計額及び中間期末残高

賃貸資産

取得価額 9,837百万円

減価償却
累計額

3,580

中間期末残高 6,257

２ 貸主側

(1) 固定資産に含まれているリー

ス物件の取得価額、減価償却

累計額及び期末残高

賃貸資産

取得価額 9,659百万円

減価償却
累計額

3,480

期末残高 6,178

 

(2) 未経過リース料中間期末残高

相当額

１年以内 2,403百万円

１年超 4,841

合計 7,245
 

(2) 未経過リース料中間期末残高

相当額

１年以内 2,460百万円

１年超 4,764

合計 7,224

(2) 未経過リース料期末残高相当

額

１年以内 2,406百万円

１年超 4,750

合計 7,157



前へ   次へ 

 
  

前中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

 

(3) 受取リース料、減価償却費及

び受取利息相当額

受取リース料 1,215百万円

減価償却費 907

受取利息 
相当額

274

 

(3) 受取リース料、減価償却費及

び受取利息相当額

受取リース料 1,229百万円

減価償却費 918

受取利息
相当額

256

(3) 受取リース料、減価償却費及

び受取利息相当額

受取リース料 2,476百万円

減価償却費 1,837

受取利息
相当額

548

(4) 利息相当額の算定方法

リース料総額と見積残存価額

の合計額からリース物件の購

入価額を控除した額を利息相

当額とし、各期への配分方法

については、利息法によって

おります。

(4) 利息相当額の算定方法

同左

(4) 利息相当額の算定方法

同左

 

オペレーティング・リース取引

 貸主側

   未経過リース料

１年以内 149百万円

１年超 47

合計 196
 

オペレーティング・リース取引

 貸主側

   未経過リース料

１年以内 134百万円

１年超 63

合計 197

オペレーティング・リース取引

 貸主側

   未経過リース料

１年以内 132百万円

１年超 53

合計 186



(有価証券関係) 

前中間連結会計期間末(平成18年９月30日) 

１ 時価のある有価証券 

  

 
(注) １ 「取得原価」は減損処理後の帳簿価額であります。 

２ 当中間連結会計期間において減損処理を行い、投資有価証券評価損49百万円を計上しております。なお、減

損処理にあたっては、中間連結会計期間末における時価が取得原価に比べ、50％以上下落した場合には全て

減損処理を行い、30～50％程度下落した場合には、回復可能性等を考慮して必要と認められた額について減

損処理を行っております。 

  

２ 時価評価されていない主な有価証券 

  

 
  

区分 取得原価(百万円)
中間連結貸借対照表
計上額(百万円)

差額(百万円)

その他有価証券

 ① 株式 14,061 28,307 14,245

 ② 債券

   国債・地方債等 ― ― ―

   社債 ― ― ―

   その他 ― ― ―

 ③ その他 ― ― ―

計 14,061 28,307 14,245

内容
中間連結貸借対照表
計上額(百万円)

(1) その他有価証券

 ① 非上場株式 1,296

計 1,296

(2) 子会社株式及び関連会社株式 60

計 60



当中間連結会計期間末(平成19年９月30日) 

１ 時価のある有価証券 

  

 
(注) １ 「取得原価」は減損処理後の帳簿価額であります。 

２ 当中間連結会計期間において減損処理を行い、投資有価証券評価損32百万円を計上しております。なお、減

損処理にあたっては、中間連結会計期間末における時価が取得原価に比べ、50％以上下落した場合には全て

減損処理を行い、30～50％程度下落した場合には、回復可能性等を考慮して必要と認められた額について減

損処理を行っております。 

  

２ 時価評価されていない主な有価証券 

  

 
  

区分 取得原価(百万円)
中間連結貸借対照表
計上額(百万円)

差額(百万円)

その他有価証券

 ① 株式 14,956 23,498 8,542

 ② 債券

   国債・地方債等 ― ― ―

   社債 ― ― ―

   その他 ― ― ―

 ③ その他 ― ― ―

計 14,956 23,498 8,542

内容
中間連結貸借対照表
計上額(百万円)

(1) その他有価証券

 ① 非上場株式 1,249

計 1,249

(2) 関連会社株式 44

計 44



前連結会計年度末(平成19年３月31日) 

１ その他有価証券で時価のあるもの 

(1) 連結貸借対照表計上額が取得原価を超えているもの 

  

 
  

(2) 連結貸借対照表計上額が取得原価を超えていないもの 

  

 
(注) １ 「取得原価」は減損処理後の帳簿価額であります。 

２ 当連結会計年度において減損処理を行い、投資有価証券評価損107百万円を計上しております。なお、減損

処理にあたっては、連結会計年度末における時価が取得原価に比べ、50％以上下落した場合には全て減損処

理を行い、30～50％程度下落した場合には、回復可能性等を考慮して必要と認められた額について減損処理

を行っております。 

  

２ 当連結会計年度中に売却したその他有価証券 

  

 
  

３ 時価のない有価証券の主な内容及び連結貸借対照表計上額 

(1) その他有価証券 

非上場株式            1,251百万円 

(2) 関連会社株式               60百万円 

  

区分 取得原価(百万円)
連結貸借対照表
計上額(百万円)

差額(百万円)

 ① 株式 12,395 25,612 13,217

 ② 債券

   国債・地方債等 ― ― ―

   社債 ― ― ―

   その他 ― ― ―

 ③ その他 ― ― ―

合計 12,395 25,612 13,217

区分 取得原価(百万円)
連結貸借対照表
計上額(百万円)

差額(百万円)

 ① 株式 2,665 1,904 △760

 ② 債券

   国債・地方債等 ― ― ―

   社債 ― ― ―

   その他 ― ― ―

 ③ その他 ― ― ―

合計 2,665 1,904 △760

売却額(百万円) 売却益の合計額(百万円) 売却損の合計額(百万円)

4,044 1,095 1



前へ 

(デリバティブ取引関係) 

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益 

  

 
  

(ストック・オプション等関係) 

該当事項はありません。 

  

前中間連結会計期間末 
(平成18年９月30日)

当中間連結会計期間末
(平成19年９月30日)

前連結会計年度末 
(平成19年３月31日)

当中間連結会計期間におけるデリバ

ティブ取引は、すべてヘッジ会計を

適用しているため記載を省略してお

ります。

同左 当連結会計年度におけるデリバティ

ブ取引は、すべてヘッジ会計を適用

しているため記載を省略しておりま

す。



(セグメント情報) 

【事業の種類別セグメント情報】 

前中間連結会計期間(自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日) 

全セグメントの営業収益の合計、営業利益及び全セグメントの資産の金額の合計額に占める「信 

販事業」がいずれも90％を超えているため記載を省略しております。 

  

当中間連結会計期間(自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日) 

全セグメントの営業収益の合計、営業利益及び全セグメントの資産の金額の合計額に占める「信 

販事業」がいずれも90％を超えているため記載を省略しております。 

  

前連結会計年度(自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日) 

全セグメントの営業収益の合計、営業利益及び全セグメントの資産の金額の合計額に占める「信 

販事業」がいずれも90％を超えているため記載を省略しております。 

  

【所在地別セグメント情報】 

前中間連結会計期間(自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日) 

国外に所在する連結子会社及び在外支店がないため記載を省略しております。 

  

当中間連結会計期間(自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日) 

国外に所在する連結子会社及び在外支店がないため記載を省略しております。 

  

前連結会計年度(自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日) 

国外に所在する連結子会社及び在外支店がないため記載を省略しております。 

  

【海外売上高】 

前中間連結会計期間(自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日) 

海外売上がないため記載を省略しております。 

  

当中間連結会計期間(自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日) 

海外売上がないため記載を省略しております。 

  

前連結会計年度(自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日) 

海外売上がないため記載を省略しております。 

  

  

(企業結合等関係) 

該当事項はありません。 

  



(１株当たり情報) 

  

 
(注) １ 潜在株式調整後１株当たり中間(当期)純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

２ 算定上の基礎 

(1) １株当たり純資産額 

  

 
  

  (2) １株当たり中間(当期)純利益 

  

 
  

前中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

１株当たり純資産額 716円72銭 １株当たり純資産額 653円05銭 １株当たり純資産額 716円88銭

１株当たり中間純利益
5円13銭

１株当たり中間純損失
42円92銭

１株当たり当期純利益
19円55銭

項     目
前中間連結会計期間末
(平成18年９月30日)

当中間連結会計期間末
(平成19年９月30日)

前連結会計年度末 
(平成19年３月31日)

中間連結貸借対照表(連結
貸借対照表)の純資産の部
の合計額

(百万円) 105,334 95,961 105,347

普通株式に係る純資産額 (百万円) 105,319 95,946 105,332

差額の内訳 (百万円)

 少数株主持分 14 15 14

普通株式の発行済株式数 (千株) 147,180 147,180 147,180

普通株式の自己株式数 (千株) 234 260 249

１株当たり純資産の算定
に用いられた普通株式の
数

(千株) 146,946 146,920 146,930

項     目
前中間連結会計期間

(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

中間連結損益計算書上の 
中間(当期)純利益又は 
中間純損失(△)

(百万円) 753 △6,306 2,873

普通株式に係る中間(当期)
753 △6,306 2,873純利益又は中間純損失

(△)
(百万円)

普通株式の 
期中平均株式数

(千株) 146,952 146,924 146,944



(重要な後発事象) 

前中間連結会計期間(自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日) 

該当事項はありません。 

当中間連結会計期間(自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日) 

①三菱ＵＦＪニコス株式会社と当社は、平成19年10月31日付基本契約書を締結して、平成20年４月１

日に当社が三菱ＵＦＪニコス株式会社の個品割賦事業を承継することやクレジットカード事業におけ

る両社の業務提携などを合意いたしました。 

②当社の主要な加盟店である株式会社ノヴァ（NOVA）は、平成19年10月26日付で大阪地方裁判所に会

社更生手続き開始の申し立てを行い、平成19年11月26日、同裁判所は同社に対し破産手続き開始を決

定しました。同社に関連する当社の債権額は、平成19年11月30日現在で1,093百万円（当中間連結会

計期間末において暫定的に568百万円を引当済）であります。なお、現在のところ連結財務諸表に与

える影響は明らかではありませんが、回収不能と見込まれる額については、平成20年３月期において

全額を貸倒引当金計上する予定であります。 

前連結会計年度(自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日) 

該当事項はありません。 

  

(2) 【その他】 

該当事項はありません。 



２ 【中間財務諸表等】 

(1) 【中間財務諸表】 

① 【中間貸借対照表】 

  

 
  

前中間会計期間末

(平成18年９月30日)

当中間会計期間末

(平成19年９月30日)

前事業年度の 
要約貸借対照表 

(平成19年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

(資産の部)

Ⅰ 流動資産

１ 現金及び預金 42,322 76,233 50,344

２ 受取手形 ― 3 1

３ 割賦売掛金 ※
１ 
３

994,725 979,601 978,899

４ 信用保証 
  割賦売掛金

1,635,284 1,660,087 1,636,595

５ 販売用不動産 54 26 65

６ 繰延税金資産 1,669 6,644 4,026

７ その他 41,376 36,953 43,278

  貸倒引当金 △30,064 △42,240 △35,692

流動資産合計 2,685,368 94.6 2,717,309 94.6 2,677,519 94.3

Ⅱ 固定資産

１ 有形固定資産 ※２

(1) 建物及び 
  構築物

5,654 5,320 5,451

(2) 土地 14,970 14,970 14,970

(3) その他 345 308 311

有形固定資産 
合計

20,970 0.7 20,599 0.7 20,732 0.7

２ 無形固定資産

(1) ソフトウェア 34,411 28,148 31,255

(2) その他 160 154 151

無形固定資産 
合計

34,571 1.2 28,302 1.0 31,407 1.1

３ 投資その他の 
  資産

(1) 投資有価証券 ※４ 31,033 26,169 30,191

(2) 固定化 
  営業債権

4,945 4,829 4,889

(3) 信託受益権 54,779 69,133 64,580

(4) その他 10,822 10,898 12,963

  貸倒引当金 △3,555 △3,380 △3,563

投資その他の資
産合計

98,025 3.5 107,651 3.7 109,061 3.9

固定資産合計 153,567 5.4 156,553 5.4 161,202 5.7

資産合計 2,838,936 100.0 2,873,863 100.0 2,838,721 100.0



 
  

前中間会計期間末

(平成18年９月30日)

当中間会計期間末

(平成19年９月30日)

前事業年度の 
要約貸借対照表 

(平成19年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

(負債の部)

Ⅰ 流動負債

１ 支払手形 37,778 29,559 35,726

２ 買掛金 38,050 29,037 31,715

３ 信用保証買掛金 1,635,284 1,660,087 1,636,595

４ 短期借入金 ※１ 194,149 216,859 189,409

５ 一年以内返済予 
  定の長期借入金

※１ 111,713 100,587 93,425

６ 一年以内償還 
  予定の社債

― 10,000 10,000

７ コマーシャル・ 
  ペーパー

230,400 190,200 210,200

８ 未払法人税等 106 146 312

９ 賞与引当金 2,449 2,199 2,439

10 カードポイント 
  引当金

292 807 560

11 割賦利益繰延 ※５ 74,187 73,379 72,757

12 その他 46,331 39,802 53,194

流動負債合計 2,370,743 83.5 2,352,667 81.9 2,336,337 82.3

Ⅱ 固定負債

１ 社債 45,000 35,000 35,000

２ 長期借入金 ※１ 311,258 386,351 354,116

３ 繰延税金負債 2,368 388 3,563

４ 役員退職慰労  
  引当金

278 211 293

５ 利息返還損失 
  引当金

53 161 70

６ その他 5,241 4,543 5,371

固定負債合計 364,200 12.8 426,655 14.8 398,415 14.0

負債合計 2,734,943 96.3 2,779,322 96.7 2,734,752 96.3



 
  

前中間会計期間末

(平成18年９月30日)

当中間会計期間末

(平成19年９月30日)

前事業年度の 
要約貸借対照表 

(平成19年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

(純資産の部)

Ⅰ 株主資本

１ 資本金 11,651 0.4 11,651 0.4 11,651 0.4

２ 資本剰余金

 (1) 資本準備金 25,982 25,982 25,982

 (2) その他 
   資本剰余金

1 1 1

  資本剰余金合計 25,984 0.9 25,984 0.9 25,984 0.9

３ 利益剰余金

 (1) 利益準備金 2,572 2,572 2,572

 (2) その他利益 
   剰余金

   別途積立金 53,229 53,229 53,229

   繰越利益 
   剰余金

2,165 △3,863 3,220

  利益剰余金合計 57,967 2.1 51,938 1.8 59,022 2.1

４ 自己株式 △138 △0.0 △155 △0.0 △150 △0.0

株主資本合計 95,464 3.4 89,418 3.1 96,507 3.4

Ⅱ 評価・換算差額等

１ その他有価証券 
  評価差額金

8,490 0.3 5,090 0.2 7,424 0.3

２ 繰延ヘッジ損益 38 0.0 30 0.0 37 0.0

  評価・換算 
  差額等合計

8,528 0.3 5,121 0.2 7,461 0.3

   純資産合計 103,993 3.7 94,540 3.3 103,969 3.7

   負債純資産合計 2,838,936 100.0 2,873,863 100.0 2,838,721 100.0



② 【中間損益計算書】 

  

 
  

前中間会計期間

(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間会計期間

(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前事業年度の
要約損益計算書

(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(百万円)
百分比
(％)

金額(百万円)
百分比
(％)

金額(百万円)
百分比
(％)

Ⅰ 営業収益

１ 総合あっせん 7,115 7,713 14,645

２ 個品あっせん ※２ 20,930 18,346 39,347

３ 信用保証 16,116 12,623 32,819

４ 融資 ※２ 28,319 27,144 60,482

５ その他 ※３ 3,204 3,135 6,498

６ 金融収益

(1) 受取利息 94 143 210

(2) その他 161 256 192 335 244 454

営業収益計 75,942 100.0 69,300 100.0 154,248 100.0

Ⅱ 営業費用

１ 販売費及び 
  一般管理費  

※
４ 
５ 69,070 67,652 138,167

２ 金融費用

(1) 支払利息 4,125 4,509 8,304

(2) その他 1,387 5,512 1,722 6,232 2,593 10,897

営業費用計 74,583 98.2 73,884 106.6 149,065 96.6
営業利益又は
営業損失(△)

1,358 1.8 △4,584 △6.6 5,183 3.4

Ⅲ 営業外収益

１ 雑収入 21 21 0.0 30 30 0.0 63 63 0.0

Ⅳ 営業外費用
１ 利息返還損失
  引当金繰入額

48 134 70

２ 雑損失 8 56 0.1 1 135 0.2 45 115 0.1
経常利益又は
経常損失(△)

1,323 1.7 △4,689 △6.8 5,131 3.3

Ⅴ 特別利益
１ 投資有価証券等
  売却益

156 46 1,095

２ 関係会社清算益 70 226 0.3 ― 46 0.1 70 1,165 0.8

Ⅵ 特別損失

１ 割増退職金 ― 5,813 ―

２ 固定資産売却損 ※６ ― ― 8

３ 固定資産除却損 ※７ 37 15 231
４ 投資有価証券等 
  売却損

1 ― 1

５ 投資有価証券等
  評価損

50 32 108

６ 貯蔵品廃棄損 ― 89 0.1 ― 5,860 8.5 86 436 0.3
税引前中間(当期)
純利益又は
税引前中間純損失
(△)

1,461 1.9 △10,503 △15.2 5,861 3.8

法人税、住民税 
及び事業税

58 52 2,813

法人税等調整額 650 709 0.9 △4,206 △4,154 △6.0 211 3,025 2.0
中間(当期)純利益
又は中間純損失
(△)

752 1.0 △6,349 △9.2 2,835 1.8



③ 【中間株主資本等変動計算書】 

前中間会計期間(自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日) 

  

 
  

 
  

 
  

項目

株主資本

資本金
資本剰余金

資本準備金 その他資本剰余金 資本剰余金合計

平成18年３月31日残高(百万円) 11,651 25,982 1 25,983

中間会計期間中の変動額

 剰余金の配当

 別途積立金の積立

 利益処分による役員賞与

 中間純利益

 自己株式の取得

 自己株式の処分 0 0

 株主資本以外の項目の中間会計
 期間中の変動額（純額）

中間会計期間中の変動額合計 
(百万円)

0 0

平成18年９月30日残高(百万円) 11,651 25,982 1 25,984

項目

株主資本

利益剰余金

自己株式 株主資本合計
利益準備金

その他利益剰余金
利益剰余金合計

別途積立金 繰越利益剰余金

平成18年３月31日残高(百万円) 2,572 46,729 9,119 58,420 △123 95,932

中間会計期間中の変動額

 剰余金の配当 △1,175 △1,175 △1,175

 別途積立金の積立 6,500 △6,500

 利益処分による役員賞与 △29 △29 △29

 中間純利益 752 752 752

 自己株式の取得 △16 △16

 自己株式の処分 0 1

 株主資本以外の項目の中間会計
 期間中の変動額（純額）

中間会計期間中の変動額合計 
(百万円)

6,500 △6,953 △453 △15 △468

平成18年９月30日残高(百万円) 2,572 53,229 2,165 57,967 △138 95,464

項目

評価・換算差額等

純資産合計その他 
有価証券 

評価差額金
繰延ヘッジ損益

評価・換算
差額等合計

平成18年３月31日残高(百万円) 10,042 10,042 105,975

中間会計期間中の変動額

 剰余金の配当 △1,175

 別途積立金の積立

 利益処分による役員賞与 △29

 中間純利益 752

 自己株式の取得 △16

 自己株式の処分 1

 株主資本以外の項目の中間 
 会計期間中の変動額(純額)

△1,552 38 △1,513 △1,513

中間会計期間中の変動額合計 
(百万円)

△1,552 38 △1,513 △1,982

平成18年９月30日残高(百万円) 8,490 38 8,528 103,993



当中間会計期間(自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日) 

  

 
  

 
  

 
  

項目

株主資本

資本金
資本剰余金

資本準備金 その他資本剰余金 資本剰余金合計

平成19年３月31日残高(百万円) 11,651 25,982 1 25,984

中間会計期間中の変動額

 剰余金の配当

 中間純損失

 自己株式の取得

 自己株式の処分 △0 △0

 株主資本以外の項目の中間会計
 期間中の変動額（純額）

中間会計期間中の変動額合計 
(百万円)

△0 △0

平成19年９月30日残高(百万円) 11,651 25,982 1 25,984

項目

株主資本

利益剰余金

自己株式 株主資本合計
利益準備金

その他利益剰余金
利益剰余金合計

別途積立金 繰越利益剰余金

平成19年３月31日残高(百万円) 2,572 53,229 3,220 59,022 △150 96,507

中間会計期間中の変動額

 剰余金の配当 △734 △734 △734

 中間純損失 △6,349 △6,349 △6,349

 自己株式の取得 △5 △5

 自己株式の処分 0 0

 株主資本以外の項目の中間会計
 期間中の変動額（純額）

中間会計期間中の変動額合計 
(百万円)

△7,084 △7,084 △4 △7,088

平成19年９月30日残高(百万円) 2,572 53,229 △3,863 51,938 △155 89,418

項目

評価・換算差額等

純資産合計その他 
有価証券 

評価差額金
繰延ヘッジ損益

評価・換算
差額等合計

平成19年３月31日残高(百万円) 7,424 37 7,461 103,969

中間会計期間中の変動額

 剰余金の配当 △734

 中間純損失 △6,349

 自己株式の取得 △5

 自己株式の処分 0

 株主資本以外の項目の中間 
 会計期間中の変動額(純額)

△2,333 △7 △2,340 △2,340

中間会計期間中の変動額合計 
(百万円)

△2,333 △7 △2,340 △9,429

平成19年９月30日残高(百万円) 5,090 30 5,121 94,540



前事業年度(自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日) 

  

 
  

 
  

 
  
  

項目

株主資本

資本金
資本剰余金

資本準備金 その他資本剰余金 資本剰余金合計

平成18年３月31日残高(百万円) 11,651 25,982 1 25,983

事業年度中の変動額

 剰余金の配当

 別途積立金の積立

 利益処分による役員賞与

 当期純利益

 自己株式の取得

 自己株式の処分 0 0

 株主資本以外の項目の 
 事業年度中の変動額(純額)

事業年度中の変動額合計(百万円) 0 0

平成19年３月31日残高(百万円) 11,651 25,982 1 25,984

項目

株主資本

利益剰余金

自己株式 株主資本合計
利益準備金

その他利益剰余金
利益剰余金合計

別途積立金 繰越利益剰余金

平成18年３月31日残高(百万円) 2,572 46,729 9,119 58,420 △123 95,932

事業年度中の変動額

 剰余金の配当 △2,204 △2,204 △2,204

 別途積立金の積立 6,500 △6,500

 利益処分による役員賞与 △29 △29 △29

 当期純利益 2,835 2,835 2,835

 自己株式の取得 △28 △28

 自己株式の処分 0 1

 株主資本以外の項目の 
 事業年度中の変動額(純額)

事業年度中の変動額合計(百万円) 6,500 △5,898 601 △27 574

平成19年３月31日残高(百万円) 2,572 53,229 3,220 59,022 △150 96,507

項目

評価・換算差額等

純資産合計その他 
有価証券 

評価差額金
繰延ヘッジ損益

評価・換算
差額等合計

平成18年３月31日残高(百万円) 10,042 10,042 105,975

事業年度中の変動額

 剰余金の配当 △2,204

 別途積立金の積立

 利益処分による役員賞与 △29

 当期純利益 2,835

 自己株式の取得 △28

 自己株式の処分 1

 株主資本以外の項目の 
 事業年度中の変動額(純額)

△2,617 37 △2,580 △2,580

事業年度中の変動額合計(百万円) △2,617 37 △2,580 △2,005

平成19年３月31日残高(百万円) 7,424 37 7,461 103,969



中間財務諸表作成の基本となる重要な事項 

  
前中間会計期間

(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前事業年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

１ 資産の評価基準及

び評価方法

(1) 有価証券

満期保有目的の債券

償却原価法(定額法)

(1) 有価証券

――――――

(1) 有価証券

――――――

子会社株式及び関連会

社株式

移動平均法による原

価法

子会社株式及び関連会

社株式

同左

子会社株式及び関連会

社株式

同左

その他有価証券

・時価のあるもの

…中間会計期間末

日の市場価格等

に基づく時価法

(評価差額は全

部純資産直入法

により処理し、

売却原価は移動

平均法により算

定)

・時価のないもの

…移動平均法によ

る原価法

その他有価証券

・時価のあるもの

同左

 

  

  

  

  

  

      

・時価のないもの

同左

その他有価証券

・時価のあるもの

…期末日の市場価

格等に基づく時

価法(評価差額

は全部純資産直

入法により処理

し、売却原価は

移動平均法によ

り算定)

・時価のないもの

同左

(2) たな卸資産(販売用不

動産) 

個別法による原価法

(2) たな卸資産(販売用不

動産) 

   同左

(2) たな卸資産(販売用不

動産) 

   同左

(3) デリバティブ

時価法

(3) デリバティブ

同左

(3) デリバティブ

同左

２ 固定資産の減価償

却の方法

(1) 有形固定資産

定率法によっておりま

す。なお、耐用年数及

び残存価額について

は、法人税法に規定す

る方法と同一の基準に

よっております。ただ

し、平成10年４月１日

以降取得した建物につ

いては定額法。

(1) 有形固定資産

平成19年４月１日以降

取得資産については、

法人税法に定める定率

法。ただし、建物(建

物付属設備は除く)は

法人税法に定める定額

法。

平成19年３月31日以前

取得資産については、

法人税法に定める旧定

率法。ただし、平成10

年４月１日から平成19

年３月31日までに取得

した建物(建物付属設

備は除く)は法人税法

に定める旧定額法。

(1) 有形固定資産

定率法によっておりま

す。なお、耐用年数及

び残存価額について

は、法人税法に規定す

る方法と同一の基準に

よっております。ただ

し、平成10年４月１日

以降取得した建物につ

いては定額法。



前中間会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前事業年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

(会計処理の変更)

  法人税法の改正(「所得

税法等の一部を改正する

法律 平成19年３月30日

法律第６号」及び「法人

税法施行令の一部を改正

する政令 平成19年３月

30日 政令第83号」)に

伴い、平成19年４月１日

以降取得資産の減価償却

の方法を改正後の法人税

法に基づく方法に変更し

ております。なお、これ

による損益に与える影響

は軽微であります。

(追加情報)

  平成19年３月31日以前取

得資産の５％残存簿価の

処理方法については、法

人税法の改正(「所得税

法等の一部を改正する法

律 平成19年３月30日

法律第６号」及び「法人

税法施行令の一部を改正

する政令 平成19年３月

30日 政令第83号」)を

適用し、平成19年３月31

日以前取得資産で償却可

能限度額まで償却したも

のについては償却終了し

た年度の翌年度から残存

簿価を５年間で均等償却

することとしておりま

す。なお、これによる損

益に与える影響は軽微で

あります。

(2) 無形固定資産

自社利用のソフトウェ

アについては、社内に

おける見込利用可能期

間( 長10年)に基づく

定額法。

(2) 無形固定資産

同左

(2) 無形固定資産

同左

３ 繰延資産の処理方

法

社債発行費については、支

払時全額費用処理しており

ます。

―――――― 社債発行費については、支

払時全額費用処理しており

ます。



前中間会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前事業年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

４ 引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金

債権の貸倒発生に備え

るため、一般債権につ

いては貸倒実績率等を

勘案して必要額を、貸

倒懸念債権等の債権に

ついては個別に回収可

能性を検討し、回収不

能見込額を計上してお

ります。

(1) 貸倒引当金

同左

(1) 貸倒引当金

同左

(2) 賞与引当金

従業員及び使用人兼務

役員の賞与支出に備え

るため、支給見込額を

計上しております。

(2) 賞与引当金

同左

(2) 賞与引当金

同左

(3) カードポイント引当金

ポイントカードにより

カード会員に付与した

ポイントの使用による

費用負担に備えるた

め、当中間会計期間末

において将来使用され

ると見込まれる額を計

上しております。

(3) カードポイント引当金

同左

(3) カードポイント引当金

ポイントカードにより

カード会員に付与した

ポイントの使用による

費用負担に備えるた

め、当事業年度末にお

いて将来使用されると

見込まれる額を計上し

ております。

(4) 退職給付引当金

従業員の退職給付に備

えるため、当事業年度

末における退職給付債

務及び年金資産の見込

額に基づき、当中間会

計期間末において発生

していると認められる

額を計上しておりま

す。な お、計 算 の 結

果、当社は当中間会計

期間末における退職給

付引当金が借方残高と

なるため、前払年金費

用(投資その他の資産

の「その他」)に計上

しております。過去勤

務債務は、その発生時

の従業員の平均残存勤

務期間以内の一定の年

数(５年)による定額法

により費用処理してお

ります。数理計算上の

差異は、その発生時の

従業員の平均残存勤務

期間以内の一定の年数

(５年)による定額法に

より、翌事業年度から

費用処理しておりま

す。

(4) 退職給付引当金

同左

(4) 退職給付引当金

従業員の退職給付に備

えるため、当事業年度

末における退職給付債

務及び年金資産の見込

額に基づき、当事業年

度末に発生していると

認められる額を計上し

ております。なお、計

算の結果、当事業年度

末における退職給付引

当金が借方残高となる

ため、前払年金費用

(投資その他の資産の

「その他」)に計上し

ております。過去勤務

債務は、その発生時の

従業員の平均残存勤務

期間以内の一定の年数

(５年)による定額法に

より費用処理しており

ます。数理計算上の差

異は、その発生時の従

業員の平均残存勤務期

間以内の一定の年数

(５年)による定額法に

より、翌事業年度から

費用処理しておりま

す。



前中間会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前事業年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

(5) 役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金の支

出に備えるため、役員

退職慰労金規程に基づ

く当中間会計期間末要

支給額を計上しており

ます。

(5) 役員退職慰労引当金

同左

(5) 役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金の支

出に備えるため、役員

退職慰労金規程に基づ

く期末要支給額を計上

しております。

(6) 利息返還損失引当金
将来の利息返還の請求
に備え、過去の返還実
績等を勘案した必要額
を計上しております。
(会計処理の変更)
従来、支払時に処理を
していた利息の返還額
については、前事業年
度の下期より、将来の
利息返還請求により発
生すると見込まれる額
を利息返還損失引当金
として計上する方法に
変更しました。従っ
て、前中間会計期間は
従来の方法によってお
り、当中間会計期間と
同一の方法を採用した
場合と比べ、前中間会
計期間の経常利益及び
税引前中間純利益は26
百万円多く計上されて
おります。

(6) 利息返還損失引当金
将来の利息返還の請求
に備え、過去の返還実
績等を勘案した必要額
を計上しております。

(6) 利息返還損失引当金
将来の利息返還の請求
に備え、過去の返還実
績等を勘案した必要額
を計上しております。

(追加情報)
利息返還損失引当金に
ついては、日本公認会
計士協会業種別委員会
報告第37号「消費者金
融会社等の利息返還請
求による損失に係る引
当金の計上に関する監
査上の取扱い」(平成
18年10月13日)に基づ
き、当中間会計期間か
ら利息返還額の見積期
間を見直ししておりま
す。この結果、従来の
方法に比較して、経常
利益及び税引前中間純
利益が27百万円減少し
ております。なお、こ
の見直しに伴い表示区
分を流動負債から固定
負債に変更しておりま
す。

(追加情報)
利息返還損失引当金に
ついては、日本公認会
計士協会業種別委員会
報告第37号「消費者金
融会社等の利息返還請
求による損失に係る引
当金の計上に関する監
査上の取扱い」(平成
18年10月13日)に基づ
き、当事業年度から利
息返還額の見積期間を
見直ししております。
この結果、従来の方法
に比較して、経常利益
及び税引前当期純利益
が52百万円減少してお
ります。なお、この見
直しに伴い表示区分を
流動負債から固定負債
に変更しております。



前中間会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前事業年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

５ リース取引の処理

方法

リース物件の所有権が借主

に移転すると認められるも

の以外のファイナンス・リ

ース取引については、通常

の賃貸借取引に係る方法に

準じた会計処理によってお

ります。

同左 同左

６ ヘッジ会計の方法 (1) ヘッジ会計の方法

時価との評価損益を、

資産または負債に繰り

延べる繰延ヘッジ処理

を行っております。

なお、特例処理の要件

を満たしている金利ス

ワップ取引については

特例処理によっており

ます。

(1) ヘッジ会計の方法

同左

(1) ヘッジ会計の方法

同左

(2) ヘッジ手段とヘッジ対

象

ヘッジ手段

…デリバティブ取引

(金利スワップ取

引)

ヘッジ対象

…借入金

(2) ヘッジ手段とヘッジ対

象

ヘッジ手段

同左

   

ヘッジ対象

同左

(2) ヘッジ手段とヘッジ対

象

ヘッジ手段

同左

ヘッジ対象

同左

(3) ヘッジ方針

将来の金利変化、為替

変動によるリスクを軽

減することを目的とし

てデリバティブ取引を

行っております。

(3) ヘッジ方針

同左

(3) ヘッジ方針

同左

(4) ヘッジ有効性評価及び

リスク管理方法

デリバティブ取引は社

長の承認を受けて「社

内規定」に則って執行

されております。当該

規定ではデリバティブ

取引の管理方針、リス

ク管理の主管部署、利

用目的、利用範囲及び

報告体制に関する規定

が明記されており、少

なくとも日次及び月次

でこれら取引の時価を

把握しており、市場が

大幅に変動して大きな

損失を被る可能性があ

る場合には迅速な対応

ができるよう管理体制

を整備しております。

(4) ヘッジ有効性評価及び

リスク管理方法

同左

(4) ヘッジ有効性評価及び

リスク管理方法

同左



前中間会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前事業年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

７ 営業収益の計上基

準

(1) 顧客手数料

 期日到来基準により計

上しております。

  総合あっせん

   残債方式

  個品あっせん

   残債方式

  信用保証

   主として残債方式

  融資

   残債方式

(2) 加盟店手数料等

 取扱高計上時に一括し

て計上しております。

(1) 顧客手数料

    同左 

   

  総合あっせん

同左

  個品あっせん

同左

  信用保証

残債方式（一部保

証契約時に計上）

  融資

同左

(2) 加盟店手数料

 取扱高計上時に一括し

て計上しております。
(会計処理の変更)

株式会社三菱ＵＦＪフィナ

ンシャル・グループ、株式

会社三菱東京ＵＦＪ銀行及

び三菱ＵＦＪニコス株式会

社との提携合意を機会とし

て営業収益等の計上基準を

見直しした結果、次のとお

り当中間会計期間取扱分よ

り会計処理方法を変更いた

しました。 

①保証料及び当該業務に係

る支払手数料 

 従来、保証料一括前取保

証業務に係る保証料につい

ては、契約時にほとんどの

費用が発生することから、

保証契約時に一括計上して

おりました。また、保証業

務に係る支払手数料につい

ても発生時の費用としてお

りました。しかしながら、

滞納発生リスクが高まって

いる 近の環境変化を勘案

し、契約時以降に発生する

回収コストとの費用収益の

対応をより適切に行うた

め、期日到来基準に基づく

残債方式により収益計上す

る方法に変更いたしまし

た。また、収益計上の方法

の変更に伴い、支払手数料

についても期日到来基準に

基づく残債方式により費用

計上する方法に変更いたし

ました。この変更により、

従来の方法で計上した場合

と比較して、営業損失、経

常損失及び税引前中間純損

失がそれぞれ4,595百万円

増加しております。

(1) 顧客手数料

    同左 

   

  総合あっせん

同左

  個品あっせん

同左

  信用保証

   主として残債方式

  融資

同左

(2) 加盟店手数料等

 取扱高計上時に一括し

て計上しております。



 
  

前中間会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前事業年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

②割賦購入斡旋業務に係る

支払手数料 

 従来、当該業務に係る支

払手数料については、取扱

高計上時に費用計上してお

りました。しかしながら、

支払手数料が近時取扱い獲

得のため不可避なものとし

て原価的側面が増加してき

たことを考慮し、割賦売掛

金の回収期間に渡って配分

する方法に変更することに

より費用収益の対応をより

適切に行うことといたしま

した。この変更により、従

来の方法で計上した場合と

比較して、営業損失、経常

損失及び税引前中間純損失

がそれぞれ1,765百万円減

少しております。

８ その他中間財務諸

表(財務諸表)作成

のための基本とな

る重要な事項

 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は

税抜方式によってお

り、仮払消費税等と仮

受消費税等は相殺のう

え、流動負債の「その

他」に含めて表示して

おります。なお、固定

資産に係る控除対象外

消費税等は、投資その

他の資産の「その他」

に計上し、５年間で均

等償却を行っておりま

す。

 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は

税抜方式によってお

り、仮払消費税等と仮

受消費税等は相殺のう

え、流動資産の「その

他」に含めて表示して

おります。なお、固定

資産に係る控除対象外

消費税等は、投資その

他の資産の「その他」

に計上し、５年間で均

等償却を行っておりま

す。

 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は

税抜方式によっており

ます。なお、固定資産

に係る控除対象外消費

税等は、投資その他の

資産の「その他」に計

上し、５年間で均等償

却を行っております。



会計処理の変更 

  

 
  

前中間会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前事業年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

(貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準等) 

当中間会計期間から「貸借対照表の

純資産の部の表示に関する会計基

準」(企業会計基準委員会 平成17

年12月９日 企業会計基準第５号)

及び「貸借対照表の純資産の部の表

示に関する会計基準等の適用指針」

(企業会計基準委員会 平成17年12

月９日 企業会計基準適用指針第８

号)を適用しております。これによ

る損益に与える影響はありません。

なお、従来の「資本の部」の合計に

相当する金額は103,954百万円であ

ります。中間財務諸表等規則の改正

により、当中間会計期間における中

間財務諸表は、改正後の中間財務諸

表等規則により作成しております。

―――――― (貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準等) 

当事業年度から「貸借対照表の純資

産の部の表示に関する会計基準」

(企業会計基準委員会 平成17年12月

９日 企業会計基準第５号)及び「貸

借対照表の純資産の部の表示に関す

る会計基準等の適用指針」(企業会

計基準委員会 平成17年12月９日 企

業会計基準適用指針第８号)を適用

しております。これによる損益に与

える影響はありません。なお、従来

の「資本の部」の合計に相当する金

額は103,931百万円であります。財

務諸表等規則の改正により、当事業

年度における財務諸表は、改正後の

財務諸表等規則により作成しており

ます。



次へ 

表示方法の変更 

  

 
  

追加情報 

  

 
  

前中間会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

(信託受益権) 

投資その他の資産「その他」に含め

て表示しておりました「信託受益

権」(当社保証業務において提携金

融機関が実施する債権流動化に伴い

取得する劣後受益権)については、

その重要性が増したことを勘案し、

前事業年度より区分掲記することと

しました。なお、前中間会計期間末

の「信託受益権」は34,109百万円で

あります。

――――――

前中間会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前事業年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

(中間期末日満期手形の処理方法)

中間期末日満期手形は手形交換日を

もって決済処理をしております。 

当中間期末日は銀行休日のため、中

間期末日満期手形が以下の科目に含

まれております。

 支払手形 159百万円

(中間期末日満期手形の処理方法)

中間期末日満期手形は手形交換日を

もって決済処理をしております。 

当中間期末日は銀行休日のため、中

間期末日満期手形が以下の科目に含

まれております。

 支払手形 100百万円

(期末日満期手形の処理方法)

期末日満期手形は手形交換日をもっ

て決済処理をしております。 

当期末日は銀行休日のため、期末日

満期手形が以下の科目に含まれてお

ります。

 支払手形 149百万円



注記事項 

(中間貸借対照表関係) 

  

 
  

番号
前中間会計期間末 
(平成18年９月30日)

当中間会計期間末
(平成19年９月30日)

前事業年度末 
(平成19年３月31日)

※１ 担保に供している資産とこれに対

応する債務

 (1) 担保に供している資産

種類 金額(百万円)

割賦売掛金 487,697

担保に供している資産とこれに対

応する債務

 (1) 担保に供している資産

種類 金額(百万円)

割賦売掛金 535,221

担保に供している資産とこれに対

応する債務

 (1) 担保に供している資産

種類 金額(百万円)

割賦売掛金 503,473

 (2) 対応する債務

種類 金額(百万円)

短期借入金 139,812

一年以内返済予 
定の長期借入金

101,316

長期借入金 227,184

合計 468,312

 (2) 対応する債務

種類 金額(百万円)

短期借入金 156,212

一年以内返済予
定の長期借入金

86,776

長期借入金 271,988

合計 514,976

 (2) 対応する債務

種類 金額(百万円)

短期借入金 131,812

一年以内返済予
定の長期借入金

77,901

長期借入金 274,353

合計 484,066

カ－ドキャッシング債権を流動化

した残高については、金融取引と

して処理したことにより、流動資

産「割賦売掛金」残高と固定負債

「長期借入金」残高にそれぞれ

17,000百万円含まれております。

カ－ドキャッシング債権を流動化

した残高については、金融取引と

して処理したことにより、流動資

産「割賦売掛金」残高と固定負債

「長期借入金」残高にそれぞれ

17,000百万円含まれております。

※２ 

 

有形固定資産の減価償却累計額は

3,174百万円であります。

有形固定資産の減価償却累計額は

3,611百万円であります。

有形固定資産の減価償却累計額は

3,376百万円であります。

※３

 

割賦売掛金

部門別 金額(百万円)

総合あっせん 93,158

個品あっせん 538,499

融資 362,703

その他 364

合計 994,725
 

割賦売掛金

部門別 金額(百万円)

総合あっせん 100,763

個品あっせん 534,613

融資 343,916

その他 306

合計 979,601
 

割賦売掛金

部門別 金額(百万円)

総合あっせん 97,470

個品あっせん 532,722

融資 348,397

その他 309

合計 978,899

※４

 

外貨建の資産及び負債

科目 外貨額
円換 
算額 

(百万円)

投資有価 
証券

500
千香港ドル 7

―――――― ――――――



次へ 

 
  

番号
前中間会計期間末 
(平成18年９月30日)

当中間会計期間末
(平成19年９月30日)

前事業年度末 
(平成19年３月31日)

※５

 

割賦利益繰延

部門

前期末 
残高 
(百万
円)

当中間 
期受入

額 
(百万
円)

当中間 
期実現

額 
(百万
円)

当中間
期末 
残高 
(百万
円)

うち 
加盟店 
手数料
等(百万

円)

総合あ 
っせん

1,493 7,033 7,115 1,412 (11)

個品あ 
っせん

53,576 14,476 20,930 47,122 (2,436)

信用 
保証

24,200 17,075 16,116 25,159 (―)

融資 494 28,318 28,319 493 (―)

その他 0 3,204 3,204 0 (―)

計 79,765 70,108 75,686 74,187 (2,448)

 

割賦利益繰延

部門

前期末
残高 
(百万
円)

当中間
期受入

額 
(百万
円)

当中間
期実現

額 
(百万
円)

当中間
期末 
残高 
(百万
円)

うち 
加盟店
手数料
(百万
円)

総合あ 
っせん

1,396 7,688 7,713 1,370 (0)

個品あ 
っせん

44,419 13,454 18,346 39,527 (1,265)

信用 
保証

26,472 18,247 12,623 32,096 (―)

融資 469 27,059 27,144 384 (―)

その他 0 3,135 3,135 0 (―)

計 72,757 69,585 68,964 73,379 (1,265)

 

割賦利益繰延

部門

前期末
残高
(百万
円)

当期 
受入額
(百万
円)

当期 
実現額
(百万
円)

当期末 
残高
(百万
円)

うち 
加盟店
手数料
等(百万

円)

総合あ
っせん

1,493 14,548 14,645 1,396 (1)

個品あ
っせん

53,576 30,189 39,347 44,419 (1,815)

信用 
保証

24,200 35,092 32,819 26,472 (―)

融資 494 60,457 60,482 469 (―)

その他 0 6,498 6,498 0 (―)

計 79,765 146,785 153,793 72,757 (1,817)

 ６

 

割賦売掛金を流動化した残高は次

のとおりであります。
個品あっせん 
売掛金

40,665百万円

―――――― 割賦売掛金を流動化した残高は次

のとおりであります。

個品あっせん
売掛金

38,902百万円

キャッシング
売掛金

17,207

 ７

 

当社は、ローンカード及びクレジ

ットカード業務に附帯するキャッ

シング業務等を行っています。当

該業務における貸出コミットメン

トに係る貸出未実行残高等は次の

とおりであります。

当座貸越 
限度額及び 
貸出コミッ 
トメントの 
総額

2,835,320百万円

貸出実行 
残高

336,383

差引額 2,498,937

なお、上記貸出コミットメント契

約においては、借入人の資金使

途、信用状態等に関する審査を貸

出の条件としているものが含まれ

ているため、必ずしも全額が貸出

実行されるものではありません。

 

当社は、ローンカード及びクレジ

ットカード業務に附帯するキャッ

シング業務等を行っています。当

該業務における貸出コミットメン

トに係る貸出未実行残高等は次の

とおりであります。

当座貸越
限度額及び
貸出コミッ
トメントの
総額

2,496,581百万円

貸出実行
残高

316,129

差引額 2,180,452

なお、上記貸出コミットメント契

約においては、借入人の資金使

途、信用状態等に関する審査を貸

出の条件としているものが含まれ

ているため、必ずしも全額が貸出

実行されるものではありません。

 

当社は、ローンカード及びクレジ

ットカード業務に附帯するキャッ

シング業務等を行っています。当

該業務における貸出コミットメン

トに係る貸出未実行残高等は次の

とおりであります。

当座貸越
限度額及び 
貸出コミッ 
トメントの 
総額

2,891,330百万円

貸出実行
残高

321,158

差引額 2,570,172

なお、上記貸出コミットメント契

約においては、借入人の資金使

途、信用状態等に関する審査を貸

出の条件としているものが含まれ

ているため、必ずしも全額が貸出

実行されるものではありません。



(中間損益計算書関係) 

  

 
(中間株主資本等変動計算書関係) 

番号
前中間会計期間

(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前事業年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

 １

 

部門別取扱高

部門別 金額(百万円)

総合あっせん
315,219
(313,227)

個品あっせん
228,354
(211,932)

信用保証
313,134
(289,743)

融資
151,184
(151,134)

その他 278,431

合計 1,286,323

(注) １ ( )内は元本を表示し

ております。

   ２ 信用保証部門の当中間

期末における信用保証

の極度貸しの保証残高

は40,571百万円であり

ます。

 

部門別取扱高

部門別 金額(百万円)

総合あっせん
345,248
(343,203)

個品あっせん
156,004
(145,773)

信用保証
282,399
(262,906)

融資
132,273
(132,265)

その他 286,936

合計 1,202,862

(注) １ ( )内は元本を表示し

ております。

   ２ 信用保証部門の当中間

期末における信用保証

の極度貸しの保証残高

は35,954百万円であり

ます。

 

部門別取扱高

部門別 金額(百万円)

総合あっせん
654,345
(650,276)

個品あっせん
438,879
(408,426)

信用保証
606,377
(561,876)

融資
296,433
(296,361)

その他 564,823

合計 2,560,859

(注) １ ( )内は元本を表示し

ております。

   ２ 信用保証部門の当期末

における信用保証の極

度貸しの保証残高は

38,079百万円でありま

す。

※２

 

営業収益には流動化した債権に係

る収益が次のとおり含まれており

ます。

個品あっせん収益 2,505百万円

―――――― 営業収益には流動化した債権に係

る収益が次のとおり含まれており

ます。

個品あっせん収益 1,983百万円

キャッシング収益 3,508

※３ 営業収益(その他)

販売用不動産の販売に係る販売益

を含んでおります。売上高、売上

原価及び販売益は次のとおりであ

ります。

売上高 19百万円

売上原価 18

 期首たな卸高 11

 当期購入高 61

 期末たな卸高 54

販売益 1

営業収益(その他)

販売用不動産の販売に係る販売益

を含んでおります。売上高、売上

原価及び販売益は次のとおりであ

ります。

売上高 61百万円

売上原価 57

 期首たな卸高 65

 当期購入高 18

 期末たな卸高 26

販売益 3

営業収益(その他)

販売用不動産の販売に係る販売益

を含んでおります。売上高、売上

原価及び販売益は次のとおりであ

ります。

売上高 85百万円

売上原価 79

 期首たな卸高 11

 当期購入高 133

 期末たな卸高 65

販売益 5

※４ 販売費及び一般管理費の内訳

貸倒引当金繰入額 20,489百万円

従業員給料手当 9,256

退職給付費用 504

賞与引当金繰入額 2,449

計算費 8,700

その他 27,670

計 69,070

販売費及び一般管理費の内訳

貸倒引当金繰入額 22,385百万円

従業員給料手当 8,948

退職給付費用 281

賞与引当金繰入額 2,199

計算費 8,656

その他 25,182

計 67,652

販売費及び一般管理費の内訳

貸倒引当金繰入額 42,473百万円

従業員給料手当 20,705

退職給付費用 987

賞与引当金繰入額 2,439

計算費 17,846

その他 53,714

計 138,167

※５ 減価償却実施額

有形固定資産 219百万円

無形固定資産 4,255

減価償却実施額

有形固定資産 248百万円

無形固定資産 4,318

減価償却実施額

有形固定資産 456百万円

無形固定資産 8,566

※６ ―――――― ―――――― 固定資産売却損

電話加入権 8百万円

※７ 固定資産除却損

建物付属設備 29百万円

器具及び備品 7

固定資産除却損

建物付属設備 14百万円

器具及び備品 0

固定資産除却損

建物付属設備 42百万円

器具及び備品 9

ソフトウェア 180



前へ   次へ 

前中間会計期間(自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日) 

自己株式に関する事項 

   

(変動事由の概要)  

普通株式の自己株式の増加は単元未満株式の買取によるものであり、減少は単元未満株式の買増請求による売

却のためであります。 

  

当中間会計期間(自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日) 

自己株式に関する事項 

   

(変動事由の概要)  

普通株式の自己株式の増加は単元未満株式の買取によるものであり、減少は単元未満株式の買増請求による売

却のためであります。 

  

前事業年度(自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日) 

自己株式に関する事項 

   

(変動事由の概要)  

普通株式の自己株式の増加は単元未満株式の買取によるものであり、減少は単元未満株式の買増請求による売

却のためであります。 

  

  

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当中間会計期間末

普通株式(株) 221,766 13,615 1,038 234,343

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当中間会計期間末

普通株式(株) 249,958 12,022 1,220 260,760

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当事業年度末

普通株式(株) 221,766 29,487 1,295 249,958



前へ   次へ 

(リース取引関係) 

  

 
  

前中間会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前事業年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

リース物件の所有権が借主に移転す

ると認められるもの以外のファイナ

ンス・リース取引(借主側)

リース物件の所有権が借主に移転す

ると認められるもの以外のファイナ

ンス・リース取引(借主側)

リース物件の所有権が借主に移転す

ると認められるもの以外のファイナ

ンス・リース取引(借主側)

 

１ リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額及び中間

期末残高相当額

車両
器具及
び備品

合計

(百万円） (百万円） (百万円）

取得価額 
相当額

17 579 597

減価償却累計
額相当額

11 412 424

中間期末 
残高相当額

5 166 172

 

１ リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額及び中間

期末残高相当額

車両
器具及
び備品

合計

(百万円） (百万円） (百万円）

取得価額 
相当額

11 255 266

減価償却累計
額相当額

3 168 172

中間期末 
残高相当額

7 86 94

 

１ リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額及び期末

残高相当額

車両
器具及
び備品

合計

(百万円） (百万円） (百万円）

取得価額
相当額

26 462 488

減価償却累計
額相当額

14 348 363

期末
残高相当額

11 113 124

２ 未経過リース料中間期末残高相

当額

 １年以内 97百万円

 １年超 95

 合計 192

２ 未経過リース料中間期末残高相

当額

 １年以内 51百万円

 １年超 54

 合計 105

２ 未経過リース料期末残高相当額

１年以内 62百万円

１年超 77

合計 140

３ 支払リース料、減価償却費相当

額及び支払利息相当額

支払リース料 72百万円

減価償却費 
相当額

61

支払利息相当額 4

３ 支払リース料、減価償却費相当

額及び支払利息相当額

支払リース料 34百万円

減価償却費
相当額

28

支払利息相当額 2

３ 支払リース料、減価償却費相当

額及び支払利息相当額

支払リース料 137百万円

減価償却費
相当額

119

支払利息相当額 8

４ 減価償却費相当額の算定方法

  リース期間を耐用年数とし、残

存価額を零とする定額法によっ

ております。

４ 減価償却費相当額の算定方法

同左

４ 減価償却費相当額の算定方法

同左

５ 利息相当額の算定方法

  リース料総額とリース物件の取

得価額相当額の差額を利息相当

額とし、各期への配分方法につ

いては、利息法によっておりま

す。

５ 利息相当額の算定方法

同左

５ 利息相当額の算定方法

同左



前へ 

(有価証券関係) 

前中間会計期間末(平成18年９月30日) 

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。 

  

当中間会計期間末(平成19年９月30日) 

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。 

  

前事業年度末(平成19年３月31日) 

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。 

  

(企業結合等関係) 

該当事項はありません。 

  

  

(１株当たり情報) 

中間連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。 

  

  

(重要な後発事象) 

前中間会計期間(自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日) 

該当事項はありません。 

  

当中間会計期間(自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日) 

①三菱ＵＦＪニコス株式会社と当社は、平成19年10月31日付基本契約書を締結して、平成20年４月１

日に当社が三菱ＵＦＪニコス株式会社の個品割賦事業を承継することやクレジットカード事業におけ

る両社の業務提携などを合意いたしました。 

②当社の主要な加盟店である株式会社ノヴァ（NOVA）は、平成19年10月26日付で大阪地方裁判所に会

社更生手続き開始の申し立てを行い、平成19年11月26日、同裁判所は同社に対し破産手続き開始を決

定しました。同社に関連する当社の債権額は、平成19年11月30日現在で1,093百万円（当中間会計期

間末において暫定的に568百万円を引当済）であります。なお、現在のところ財務諸表に与える影響

は明らかではありませんが、回収不能と見込まれる額については、平成20年３月期において全額を貸

倒引当金計上する予定であります。 

  

前事業年度(自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日) 

該当事項はありません。 

  

(2) 【その他】 

該当事項はありません。 

  

 



第６ 【提出会社の参考情報】 

当中間会計期間の開始日から半期報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。 

  

 
  

  

(1) 
 

有価証券報告書 
及びその添付書類 
 

事業年度
(第76期)

自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日 
 

平成19年６月29日 
関東財務局長に提出。 
 

(2) 訂正発行登録書（普通社債）
平成19年６月29日 
関東財務局長に提出。 
 

(3) 発行登録取下届出書（普通社債）
平成19年11月５日 
関東財務局長に提出。 
 

(4) 発行登録書（普通社債）及びその添付書類
平成19年11月５日 
関東財務局長に提出。 
 

(5) 訂正発行登録書（普通社債）及びその添付書類 平成19年11月６日 
関東財務局長に提出。



該当事項はありません。 

  

  

第二部 【提出会社の保証会社等の情報】



独立監査人の中間監査報告書 
 

  

平成18年12月４日

株式会社ジャックス 

取締役会 御中 

 

  
 

  
 

  

当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられ

ている株式会社ジャックスの平成18年４月１日から平成19年３月31日までの連結会計年度の中間連結会計期

間(平成18年４月１日から平成18年９月30日まで)に係る中間連結財務諸表、すなわち、中間連結貸借対照

表、中間連結損益計算書、中間連結株主資本等変動計算書及び中間連結キャッシュ・フロー計算書について

中間監査を行った。この中間連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から

中間連結財務諸表に対する意見を表明することにある。 

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査

法人に中間連結財務諸表には全体として中間連結財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損な

うような重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続

等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査

の結果として中間連結財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の中間連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸

表の作成基準に準拠して、株式会社ジャックス及び連結子会社の平成18年９月30日現在の財政状態並びに同

日をもって終了する中間連結会計期間(平成18年４月１日から平成18年９月30日まで)の経営成績及びキャッ

シュ・フローの状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。 

        

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

  

以 上 

  

 

あずさ監査法人

指定社員 
業務執行社員

公認会計士  山  谷  隆  史  ㊞

指定社員 
業務執行社員

公認会計士  北  澤  元  宏  ㊞

※ 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しており

ます。



独立監査人の中間監査報告書 
 

  

平成19年12月４日

株式会社ジャックス 

取締役会 御中 

 

  
 

  
 

  
 

  

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」

に掲げられている株式会社ジャックスの平成19年４月１日から平成20年３月31日までの連結会計年度の中間

連結会計期間(平成19年４月１日から平成19年９月30日まで)に係る中間連結財務諸表、すなわち、中間連結

貸借対照表、中間連結損益計算書、中間連結株主資本等変動計算書及び中間連結キャッシュ・フロー計算書

について中間監査を行った。この中間連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の

立場から中間連結財務諸表に対する意見を表明することにある。 

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査

法人に中間連結財務諸表には全体として中間連結財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損な

うような重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続

等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査

の結果として中間連結財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の中間連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸

表の作成基準に準拠して、株式会社ジャックス及び連結子会社の平成19年９月30日現在の財政状態並びに同

日をもって終了する中間連結会計期間(平成19年４月１日から平成19年９月30日まで)の経営成績及びキャッ

シュ・フローの状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。        

  
追記情報  

１．中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項に記載のとおり、会社は保証料及び当該業務に係

る支払手数料の計上基準を変更した。  

２．中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項に記載のとおり、会社は割賦購入斡旋業務に係る

支払手数料の計上基準を変更した。  

３．重要な後発事象に記載のとおり、会社は三菱ＵＦＪニコス株式会社と平成19年10月31日付基本契約書を

締結して、平成20年４月１日に個品割賦事業を承継することやクレジットカード事業における業務提携など

を合意している。 
  
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

  
以 上 

  

あずさ監査法人

指定社員 
業務執行社員

公認会計士  大  石  一  良  ㊞

指定社員 
業務執行社員

公認会計士  文  倉  辰  永  ㊞

指定社員 
業務執行社員

公認会計士  北  澤  元  宏  ㊞

※ 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しており

ます。



独立監査人の中間監査報告書 
 

  

平成18年12月４日

株式会社ジャックス 

取締役会 御中 

 

  
 

  
 

  

当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられ

ている株式会社ジャックスの平成18年４月１日から平成19年３月31日までの第76期事業年度の中間会計期間

(平成18年４月１日から平成18年９月30日まで)に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益

計算書、中間株主資本等変動計算書について中間監査を行った。この中間財務諸表の作成責任は経営者にあ

り、当監査法人の責任は独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。 

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査

法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような

重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心

とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果と

して中間財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成

基準に準拠して、株式会社ジャックスの平成18年９月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する中間

会計期間(平成18年４月１日から平成18年９月30日まで)の経営成績に関する有用な情報を表示しているもの

と認める。 

  

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

  

以 上 

  

 

あずさ監査法人

指定社員 
業務執行社員

公認会計士  山  谷  隆  史  ㊞

指定社員 
業務執行社員

公認会計士  北  澤  元  宏  ㊞

※ 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しており

ます。

 



独立監査人の中間監査報告書 
 

  

平成19年12月４日

株式会社ジャックス 

取締役会 御中 

 

  
 

  
 

  
 

  

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」

に掲げられている株式会社ジャックスの平成19年４月１日から平成20年３月31日までの第77期事業年度の中

間会計期間(平成19年４月１日から平成19年９月30日まで)に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照

表、中間損益計算書及び中間株主資本等変動計算書について中間監査を行った。この中間財務諸表の作成責

任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査

法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような

重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心

とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果と

して中間財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成

基準に準拠して、株式会社ジャックスの平成19年９月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会

計期間(平成19年４月１日から平成19年９月30日まで)の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと

認める。 

  

追記情報  

１．中間財務諸表作成の基本となる重要な事項に記載のとおり、会社は保証料及び当該業務に係る支払手数

料の計上基準を変更した。  

２．中間財務諸表作成の基本となる重要な事項に記載のとおり、会社は割賦購入斡旋業務に係る支払手数料

の計上基準を変更した。  

３．重要な後発事象に記載のとおり、会社は三菱ＵＦＪニコス株式会社と平成19年10月31日付基本契約書を

締結して、平成20年４月１日に個品割賦事業を承継することやクレジットカード事業における業務提携など

を合意している。 
  

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
  

以 上 

  

あずさ監査法人

指定社員 
業務執行社員

公認会計士  大  石  一  良  ㊞

指定社員 
業務執行社員

公認会計士  文  倉  辰  永  ㊞

指定社員 
業務執行社員

公認会計士  北  澤  元  宏  ㊞

※ 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しており

ます。
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